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第
十
四
章

子
曰
、
不
有
祝
鮀
之
佞
而
有
宋
朝
之
美
、
難
乎
免
於
今
之
世
矣
。

（「
祝
」
は
、
祭
祀
の
時
に
宗
廟
で
「
神
」（
つ
ま
り
先
祖
の
霊
魂
）
を
迎
え
る
儀

式
を
司
る
役
人
の
官
職
の
名
称
で
あ
る
。「
鮀
」
は
、衛
国
の
大
夫
で
あ
る
。「
佞
」

は
、
た
だ
口
先
で
弁
舌
を
振
る
う
だ
け
で
実
質
的
な
内
容
が
な
い
こ
と
を
言
っ
て

応
答
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
巧
言
」、
つ
ま
り
表
だ
け
を
美
し
く
飾
っ

て
い
る
言
葉
を
並
べ
る
こ
と
で
あ
る
。「
宋
朝
」
は
、
宋
国
の
公
子
朝
の
こ
と
、

美
貌
が
あ
り
、
衛
国
の
霊
公
夫
人
南
子
と
関
係
を
持
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

「
美
」
は
、
こ
こ
で
は
、「
令
色
」、
つ
ま
り
人
に
見
せ
か
け
る
よ
う
な
顔
色
を
す

る
こ
と
で
あ
る
。）
孔
子
が
嘆
か
れ
た
。「
祝
鮀
の
「
佞
」
が
な
け
れ
ば
と
宋
朝
の

「
美
」
が
な
け
れ
ば
、
今
の
（
衰
え
た
）
世
で
は
人
々
か
ら
の
「
害
」（
つ
ま
り
憎

む
こ
と
）
を
免
れ
る
の
が
難
し
い
の
だ
。」

集
注
：

　
「
鮀
」
は
、「
徒
」「
河
」
の
反
。「
祝
」
は
、「
宗
廟
之
官
」（『
礼
記
正
義
』
曽
子
問
「
祫

祭
於
祖
、
則
祝
迎
四
廟
之
主
。」
鄭
玄
注
「
祝
、
接
神
者
也
。」
孔
穎
達
疏
「
以
其
祫
祭

於
祖
、
是
祝
之
所
掌
之
事
、
故
祝
迎
四
廟
之
主
」、
つ
ま
り
、
祭
祀
の
時
に
宗
廟
で
「
神
」

（
つ
ま
り
先
祖
の
霊
魂
）
を
迎
え
る
儀
式
を
司
る
役
人
の
官
職
の
こ
と
）
で
あ
る
。「
鮀
」

は
、
衛
国
の
大
夫
で
あ
り
、
字
は
子
魚
、「
口
才
」（「
佞
、
口
才
也
。」「
佞
人
所
以
応
答

人
者
、
但
以
口
取
辨
而
無
情
実
、
徒
多
為
人
所
憎
悪
爾
」、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、「
佞
」

で
あ
り
、
即
ち
、
た
だ
口
先
で
弁
舌
を
振
る
う
だ
け
で
実
質
的
な
内
容
が
な
い
こ
と
を

言
っ
て
応
答
す
る
こ
と
。祝
鮀
の
弁
舌
ぶ
り
は『
春
秋
左
氏
伝
』定
公
四
年
伝
に
見
え
、「
祝

鮀
」
を
「
祝
佗
」
に
作
る
。）
が
あ
る
。「
朝
」
は
、「
宋
の
公
子
、
美
色
有
り
。」（「
南
子
、

衛
霊
公
之
夫
人
、
有
淫
行
。」『
論
語
注
疏
』
雍
也
「
而
有
宋
朝
之
美
。」
何
晏
注
「
宋
朝
、

宋
之
美
人
而
善
淫
。」
邢
昺
疏
「
云
宋
朝
、
宋
之
美
人
而
善
淫
者
、
案
定
十
四
年
左
伝
曰
、

衞
侯
為
夫
人
南
子
召
宋
朝
。
杜
注
云
、
南
子
、
宋
女
也
。
朝
、
宋
公
子
、
旧
通
于
南
子
、

在
宋
呼
之
。
是
朝
為
宋
之
美
人
而
善
淫
也
」、
つ
ま
り
、
宋
国
の
公
子
で
あ
り
、
美
貌
が

あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
衛
国
の
霊
公
夫
人
南
子
と
関
係
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。）
そ

の
語
の
意
味
は
こ
う
で
あ
る
。「
衰
世
に
諛
を
好
み
色
を
悅
び
、
此
れ
に
非
ざ
れ
ば
免
れ

難
し
。」（「
問
此
章
。
曰
、
此
孔
子
歎
辞
也
。
言
衰
世
好
諛
悅
色
、
非
此
不
能
免
。
蓋
深

傷
之
。
当
只
従
程
先
生
之
説
。」『
論
語
精
義
』「
伊
川
解
曰
、
無
祝
鮀
之
巧
言
與
宋
朝
之

令
色
、
難
乎
免
今
之
世
必
見
憎
疾
也
。
又
語
録
曰
、
佞
才
辯
也
。
不
有
祝
鮀
之
佞
與
宋

朝
之
美
、
難
免
今
世
之
害
矣
。
又
曰
、
祝
鮀
佞
、
所
謂
巧
言
。
宋
朝
美
、
所
謂
令
色
。

『
論
語
集
注
』（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
雍
也
第
六 

下
篇
）

　
―『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―

�

孫
　
　
　
路
　
易



岡
山
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
紀
要
第
五
十
五
号
（
二
〇
二
三
・
三
）

（2）

当
衰
世
非
此
難
免
。」「
巧
言
、
変
乱
是
非
、
聴
之
使
人
喪
其
所
守
。」『
論
語
』
学
而
「
巧

言
令
色
、
鮮
矣
仁
。」
朱
子
注
「
巧
、
好
。
令
、
善
也
。
好
其
言
、
善
其
色
、
致
飾
於
外
、

務
以
悅
人
、
則
人
欲
肆
而
本
心
之
徳
亡
矣
」、
つ
ま
り
、
衰
え
た
世
で
は
、「
諛
」（「
巧
言
」、

つ
ま
り
、表
だ
け
を
美
し
く
飾
っ
て
い
る
言
葉
を
並
べ
る
こ
と
）
を
好
み
「
色
」（「
令
色
」、

つ
ま
り
、
人
に
見
せ
か
け
る
よ
う
な
顔
色
を
す
る
こ
と
）
を
喜
ぶ
の
だ
か
ら
、「
巧
言
令

色
」
で
な
け
れ
ば
世
人
の
「
害
」（「
憎
疾
」、
つ
ま
り
憎
む
こ
と
）
を
免
れ
難
い
、
と
い

う
こ
と
。）
思
う
に
、
こ
の
よ
う
な
当
時
の
世
の
中
を
深
く
嘆
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

鮀
、
徒
河
反
。
○
祝
、
宗
廟
之
官
。
鮀
、
衛
大
夫
、
字
子
魚
、
有
口
才
。
朝
、
宋
公
子
、

有
美
色
。
言
衰
世
好
諛
悅
色
、
非
此
難
免
。
蓋
傷
之
也
。

第
十
五
章

子
曰
、
誰
能
出
不
由
戶
、
何
莫
由
斯
道
也
。

（「
道
」
は
、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、「
理
」（
つ
ま
り
事
物
の
性
質
）
の
こ
と
で

あ
る
。「
戶
に
由
ら
ず
」
は
、出
か
け
る
の
に
家
の
戸
口
を
通
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

「
道
に
由
ら
ず
」
は
、
行
い
が
ほ
ん
の
少
し
「
理
」
に
基
づ
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ

る
こ
と
で
あ
る
。）
孔
子
が
嘆
か
れ
た
。「
誰
で
も
出
か
け
る
の
に
家
の
戸
口
を
通

ら
な
け
れ
ば
出
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
、ど
う
し
て（
行
い
が
）こ
の「
道
」

に
由
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。」

集
注
：

　

そ
の
意
味
は
こ
う
で
あ
る
。「
人
出
づ
る
に
戶
に
由
ら
ざ
る
こ
と
能
は
ず
、
何
の
故
に

乃
ち
此
の
道
に
由
ら
ざ
ら
ん
や
。」（「
問
、
何
莫
由
斯
道
也
。
曰
、
但
才
不
合
理
処
、
便

是
不
由
道
。」「
凡
言
道
者
、
皆
謂
事
物
当
然
之
理
、
人
之
所
共
由
者
也
」、
つ
ま
り
、
人
々

が
家
を
出
入
り
す
る
の
は
扉
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
行
い
が
こ

の
「
道
」（
こ
こ
で
は
、「
理
」、
つ
ま
り
事
物
の
性
質
）
に
基
づ
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
こ
と
。「
道
に
由
ら
ず
」
は
つ
ま
り
、
行
い
が
ほ
ん
の
少
し
「
理
」
に
合
致
し
な

い
と
こ
ろ
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。）
不
思
議
に
思
っ
て
発
し
た
嘆
き
の
言
葉
で
あ
る
。

洪
氏
（
前
出
）
が
言
っ
た
。「
人
々
が
、
出
か
け
る
の
に
は
必
ず
扉
か
ら
出
る
、
こ
の
こ

と
を
知
っ
て
い
る
の
に
、
行
い
は
必
ず
「
道
」
に
由
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
の
こ

と
を
知
ら
な
い
の
だ
。「
道
は
人
に
遠
き
に
非
ず
、
人
は
自
ら
遠
ざ
く
る
の
み
。」（「
這

須
看
他
上
文
、
它
緊
要
処
全
在
道
不
遠
人
一
句
。
言
人
人
有
此
道
、
只
是
人
自
遠
其
道
、

非
道
遠
人
也
。
人
人
本
自
有
許
多
道
理
、
只
是
不
曽
依
得
這
道
理
、
却
做
従
不
是
道
理

処
去
。
今
欲
治
之
、不
是
別
討
箇
道
理
治
他
、只
是
将
他
元
自
有
底
道
理
、還
以
治
其
人
。」

『
中
庸
章
句
』
第
十
三
章
「
子
曰
、
道
不
遠
人
。
人
之
為
道
而
遠
人
、
不
可
以
為
道
。」

朱
子
注
「
道
者
、
率
性
而
已
、
固
衆
人
之
所
能
知
能
行
者
也
、
故
常
不
遠
於
人
。
若
為

道
者
、
厭
其
卑
近
以
為
不
足
為
、
而
反
務
為
高
遠
難
行
之
事
、
則
非
所
以
為
道
矣
。」『
中

庸
章
句
』
第
一
章
「
道
也
者
、
不
可
須
臾
離
也
、
可
離
非
道
也
。」
朱
子
注
「
道
者
、
日

用
事
物
当
行
之
理
、
皆
性
之
徳
而
具
於
心
、
無
物
不
有
、
無
時
不
然
、
所
以
不
可
須
臾

離
也
。
若
其
可
離
、
則
為
外
物
而
非
道
矣
」、
つ
ま
り
、「
道
」
は
、「
理
」（
つ
ま
り
事

物
の
性
質
）
で
あ
っ
て
、「
理
」
が
な
い
物
（
人
間
を
含
む
）
は
な
く
、
当
然
「
道
」
は

人
に
遠
く
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
人
々
の
行
い
が
こ
の
人
間
や
事
物
に
備
わ
っ
て
い
る



『
論
語
集
注
』（
朱
熹
撰
）
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日
本
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訳
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雍
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下
篇
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孫
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「
理
」
に
従
わ
な
い
の
だ
か
ら
、
自
ら
「
道
」
を
遠
ざ
け
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。）」

　

言
人
不
能
出
不
由
戶
、
何
故
乃
不
由
此
道
邪
。
怪
而
歎
之
之
辭
。
○
洪
氏
曰
、
人
知

出
必
由
戶
、
而
不
知
行
必
由
道
。
非
道
遠
人
、
人
自
遠
爾
。

第
十
六
章

子
曰
、
質
勝
文
則
野
、
文
勝
質
則
史
。
文
質
彬
彬
、
然
後
君
子
。

（「
質
」
は
、
こ
こ
で
は
、
素
朴
で
実
質
の
こ
と
で
あ
り
、
即
ち
「
礼
」
の
根
本

と
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。「
文
」
は
、
こ
こ
で
は
、「
礼
」
の
こ
と
で
あ
り
、

即
ち
「
升
降
揖
遜
」「
正
容
謹
節
」
な
ど
の
礼
儀
作
法
の
こ
と
で
あ
る
。「
野
」
は
、

「
野
人
」（
つ
ま
り
国
都
の
郊
外
に
住
む
人
々
）
の
こ
と
で
あ
る
。「
史
」
は
、
主

に
「
文
籍
」（
つ
ま
り
制
度
や
法
令
な
ど
の
文
章
や
典
籍
）
の
作
成
を
掌
る
役
人

の
こ
と
で
あ
る
が
、
人
間
の
行
い
と
し
て
の
習
う
こ
と
を
多
く
人
か
ら
聞
い
て
い

て
、「
誠
」（「
真
実
無
妄
」、
つ
ま
り
誠
実
で
で
た
ら
め
が
な
い
こ
と
）
が
も
し
か

し
た
ら
十
分
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。「
彬
彬
」
は
、「
文
」
と
「
質
」
が
ち
ょ

う
ど
半
々
の
状
態
を
保
っ
て
い
る
か
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。）
孔
子
が
言
わ
れ
た
。

「
質
が
文
に
勝
て
ば
野
だ
。
文
が
質
に
勝
て
ば
史
だ
。
文
と
質
が
ち
ょ
う
ど
半
々

の
状
態
を
保
っ
て
い
て
、
は
じ
め
て
君
子
と
言
え
る
の
だ
。」

集
注
：

　
「
野
」
は
、「
野
人
、
鄙
畧
を
言
ふ
な
り
。」（「
野
、
郊
外
都
鄙
之
地
也
。」『
論
語
集
注
』

先
進
「
先
進
於
礼
楽
、
野
人
也
。」
朱
子
注
「
野
人
、
謂
郊
外
之
民
」、
つ
ま
り
、
国
都

の
郊
外
に
住
む
人
々
の
こ
と
で
あ
る
。）「
史
」
は
、「
文
書
を
掌
り
」（「
史
、掌
文
籍
之
官
。

如
二
公
及
王
乃
問
諸
史
、
并
周
礼
諸
属
、
各
有
史
幾
人
。
如
内
史
、
御
史
、
皆
掌
文
籍

之
官
。
秦
有
御
史
大
夫
、
亦
掌
制
度
文
物
者
也
。」『
周
礼
注
疏
』
天
官
冢
宰
第
一
「
府
、

六
人
。
史
、
十
有
二
人
。」
鄭
玄
注
「
府
、
治
蔵
、
史
、
掌
書
。」
賈
公
彦
疏
「
釈
曰
、
府
、

治
府
蔵
。
史
、
主
造
文
章
也
。」『
周
礼
注
疏
』
春
官
宗
伯
「
御
史
掌
邦
国
都
鄙
及
万
民

之
治
令
、
以
贊
冢
宰
。
凡
治
者
授
法
令
焉
。」
鄭
玄
注
「
為
書
写
其
治
之
法
令
、
来
受
則

授
之
」、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、
主
に
「
文
籍
」（
つ
ま
り
制
度
や
法
令
な
ど
の
文
章
や

典
籍
）
の
作
成
を
掌
る
役
人
の
こ
と
で
あ
り
）、「
多
く
習
事
を
聞
き
て
」（「
問
、多
聞
。
曰
、

聞
、
只
是
聞
人
説
底
、
己
亦
未
理
会
。」『
論
語
集
注
補
正
述
疏
』「
論
家
説
云
、
人
之
文

質
偏
勝
也
、
有
由
於
天
生
之
気
焉
、
有
由
於
人
事
之
習
焉
。
君
子
之
学
也
、
気
不
得
而

拘
也
、
習
不
得
而
錮
也
、
則
文
質
備
也
」、
つ
ま
り
、「
習
事
」（「
人
事
の
習
」、
つ
ま
り

人
間
の
行
い
と
し
て
の
習
う
こ
と
）
を
多
く
人
か
ら
聞
い
て
い
る
、と
い
う
こ
と
）、「
誠
」

（『
中
庸
章
句
』
二
十
章
「
誠
者
、
天
之
道
也
。
誠
之
者
、
人
之
道
也
。」
朱
子
注
「
誠
者
、

真
実
無
妄
之
謂
、
天
理
之
本
然
也
。
誠
之
者
、
未
能
真
実
無
妄
、
而
欲
其
真
実
無
妄
之
謂
、

人
事
之
当
然
也
」、
つ
ま
り
、
真
実
で
で
た
ら
め
が
な
い
こ
と
）
が
も
し
か
し
た
ら
十
分

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。「
彬
彬
」
は
、「
班
班
」
と
同
義
、「
物
相
ひ
雜
は
り
て
適
均

す
る
の
貌
。」（『
論
語
集
解
義
疏
』
何
晏
註
「
苞
氏
曰
、
彬
彬
文
質
、
相
半
之
貎
也
。」

皇
侃
義
疏
「
文
質
彬
彬
、
然
後
君
子
者
、
彬
彬
、
文
質
相
半
也
。
若
文
與
質
等
半
、
則

為

時
之
君
子
也
」、
つ
ま
り
、
二
つ
の
も
の
が
交
じ
り
合
っ
て
そ
の
適
宜
な
均
等
（
つ

ま
り
各
半
分
を
占
め
る
状
態
）
を
保
っ
て
い
る
か
た
ち
、
と
い
う
こ
と
。）
そ
の
意
味
は

こ
う
で
あ
る
。
学
ぶ
者
は
余
分
を
減
ら
し
、不
足
を
補
う
べ
き
で
あ
り
、「
成
徳
」（「
君
子
、
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成
徳
之
名
。」「
故
其
所
以
為
仁
者
、
必
能
絶
去
不
仁
之
事
、
而
不
使
少
有
及
於
其
身
。

此
皆
成
徳
之
事
。」「
仁
人
、
則
成
徳
之
人
也
」、
つ
ま
り
、「
仁
」
の
徳
の
実
行
を
行
う

君
子
）
で
あ
れ
ば
、「
文
」
と
「
質
」
が
ち
ょ
う
ど
各
半
分
に
な
る
よ
う
に
し
よ
う
と
し

な
く
て
も
そ
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
楊
氏
（
前
出
）
が
言
っ
た
。「「
文
と
質
以
て

相
ひ
勝
つ
可
か
ら
ず
。」（「
質
勝
文
則
野
、
文
勝
質
則
史
。
是
不
可
以
相
勝
。
纔
勝
、
便

不
好
。」「
然
凡
物
之
理
、
必
先
有
質
而
後
有
文
、
則
質
乃
礼
之
本
也
。」「
曰
、
礼
、
只

是
一
箇
礼
、
用
得
自
不
同
。
如
升
降
揖
遜
、
古
人
只
是
誠
実
依
許
多
威
儀
行
将
去
、
後

人
便
自
做
得
一
般
樣
忒
好
看
了
。
古
人
只
是
正
容
謹
節
、後
人
便
近
於
巧
言
、令
色
。」「
礼
、

謂
義
理
之
節
文
。」「
質
是
朴
実
。」「
義
者
制
事
之
本
、故
以
為
質
幹
。
而
行
之
必
有
節
文
、

出
之
必
以
退
遜
、
成
之
必
在
誠
実
、
乃
君
子
之
道
也
」、
つ
ま
り
、「
文
」
と
「
質
」
は

ど
ち
ら
も
相
手
に
勝
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
。「
文
」
は
、
こ
こ
で
は
、
つ
ま

り
「
礼
」
の
こ
と
で
あ
り
、
即
ち
「
升
降
揖
遜
」
の
礼
儀
作
法
を
行
う
に
伴
う
「
正
容

謹
節
」
の
こ
と
で
あ
り
、「
質
」
は
、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、
素
朴
で
実
質
の
こ
と
で
あ
り
、

即
ち
「
礼
」
の
基
づ
く
と
こ
ろ
の
根
本
の
こ
と
で
あ
る
。）
し
か
し
「
質
」
が
「
文
」
に

勝
つ
の
は
、「
猶
ほ
甘
は
以
て
和
を
受
く
可
く
、
白
は
以
て
采
を
受
く
可
し
を
言
（
之
）

ふ
が
ご
と
き
な
り
。」（「
猶
之
」
は
『
朱
子
全
書
』（
本
稿
前
篇
に
既
掲
）
に
所
収
の
『
論

語
集
注
』
で
は
「
猶
言
」
に
作
る
（
一
一
四
頁
）。「
素
、
粉
地
、
畫
之
質
也
。」「
謂
先

以
粉
地
為
質
、而
後
施
五
采
、猶
人
有
美
質
、然
後
可
加
文
飾
。」『
礼
記
正
義
』
礼
器
「
君

子
曰
、
甘
受
和
、
白
受
采
。
忠
信
之
人
、
可
以
学
礼
。」
孔
頴
達
疏
「
甘
為
衆
味
之
本
、

不
偏
主
一
味
、
故
得
受
五
味
之
和
。
白
是
五
色
之
本
、
不
偏
主
一
色
、
故
得
受
五
色
之
採
。

以
其
質
素
、
故
能
包
受
衆
味
及
衆
採
也
。」『
礼
記
正
義
』
礼
運
「
五
味
、
六
和
、
十
二
食
、

還
相
為
質
也
。
五
色
、
六
章
、
十
二
衣
、
還
相
為
質
也
。」
鄭
玄
注
「
五
色
六
章
、
畫
繢

事
也
。」
孔
頴
達
疏
「「
五
味
為
酸
、
苦
、
辛
、
咸
、
加
之
以
滑
與
甘
、
為
六
和
也
。」「
五

色
、
謂
青
、
赤
、
黃
、
白
、
黒
、
拠
五
方
也
」」、
つ
ま
り
、
あ
た
か
も
、
甘
味
が
酸
、
苦
、

辛
、
咸
の
四
味
と
そ
れ
ぞ
れ
調
和
す
る
こ
と
が
で
き
、
絵
を
描
く
場
合
の
、
白
地
（「
素
」）

を
質
と
し
て
そ
の
上
に
青
、
赤
、
黃
、
黒
の
四
色
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
こ
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
、と
い
う
こ
と
。）「
文
」
が
勝
っ
て
「
質
」
を
滅
ぼ
す
こ
と
と
な
れ
ば
、

そ
の
根
本
が
亡
く
な
る
の
で
あ
る
。「
文
」
が
あ
っ
て
も
、
ど
う
や
っ
て
施
す
の
だ
ろ
う

か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
「
史
」
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
野
」
の
ほ
う
が
い
い
の
だ
。」

　

野
、
野
人
、
言
鄙
畧
也
。
史
、
掌
文
書
、
多
聞
習
事
、
而
誠
或
不
足
也
。
彬
彬
、
猶

班
班
、
物
相
雜
而
適
均
之
貌
。
言
學
者
當
損
有
餘
、
補
不
足
、
至
於
成
德
、
則
不
期
然

而
然
矣
。
○
楊
氏
曰
、
文
質
不
可
以
相
勝
。
然
質
之
勝
文
、
猶
之
甘
可
以
受
和
、
白
可

以
受
采
也
。
文
勝
而
至
於
滅
質
、
則
其
本
亡
矣
。
雖
有
文
、
將
安
施
乎
。
然
則
與
其
史
也
、

寧
野
。

第
十
七
章

子
曰
、
人
之
生
也
直
、
罔
之
生
也
幸
而
免
。

（「
直
」
は
、
こ
こ
で
は
、「
正
直
」「
誠
実
」
の
意
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の

生
ま
れ
つ
き
備
わ
っ
て
い
る
、
耳
の
音
を
聞
く
こ
と
、
目
の
物
を
見
る
こ
と
、
口

の
言
葉
を
言
う
こ
と
、
心
の
物
事
を
考
え
る
こ
と
、
そ
れ
か
ら
、
腹
が
減
る
と
食

べ
喉
が
渇
く
と
飲
む
こ
と
、
是
を
是
と
し
非
を
非
と
す
る
こ
と
、
の
よ
う
な
「
理
」

（
つ
ま
り
事
物
の
属
性
）
は
も
と
も
と
自
然
な
も
の
で
あ
っ
て
人
間
が
そ
の
「
理
」
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に
従
う
の
が
正
直
で
誠
実
な
こ
と
で
あ
る
。「
罔
」
は
「
不
直
」、
つ
ま
り
非
を
是

と
し
、
黒
を
白
と
す
る
よ
う
な
、「
理
」
に
背
く
不
誠
実
な
人
の
こ
と
で
あ
る
。）

孔
子
が
言
わ
れ
た
。「
人
間
が
そ
の
生
ま
れ
な
が
ら
備
わ
る
「
理
」（
つ
ま
り
事
物

の
属
性
）
に
従
う
の
は
正
直
な
こ
と
だ
。
正
直
で
な
い
の
に
生
き
て
い
る
の
は
た

だ
運
よ
く
不
幸
を
免
れ
た
だ
け
な
の
だ
。」

集
注
：

　

程
子
（
前
出
）
が
言
っ
た
。「「
生
の
理
は
本
よ
り
直
な
り
」（「
生
理
本
直
、如
耳
之
聴
、

目
之
視
、
鼻
之
臭
、
口
之
言
、
心
之
思
、
是
自
然
用
如
此
。
若
纔
去
這
裏
著
些
屈
曲
支
離
、

便
是
不
直
矣
。」「
人
之
生
也
直
、
如
飢
食
渴
飲
、
是
是
非
非
、
本
是
曰
直
、
自
無
許
多

周
遮
。
如
敬
以
直
内
、
只
是
要
直
。
又
曰
、
只
看
生
理
本
直
四
字
。」「
問
、
人
之
生
也
直
。

曰
、
生
理
本
直
。
順
理
而
行
、
便
是
合
得
生
。
若
不
直
、
便
是
不
合
得
生
、
特
幸
而
免

於
死
耳
」、
つ
ま
り
、
人
間
の
生
き
る
為
の
従
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
そ
の
生
ま
れ
な
が

ら
備
わ
っ
て
い
る
、
耳
の
音
を
聞
く
こ
と
、
目
の
物
を
見
る
こ
と
、
口
の
言
葉
を
言
う

こ
と
、
心
の
物
事
を
考
え
る
こ
と
、
そ
れ
か
ら
、
腹
が
減
る
と
食
べ
喉
が
渇
く
と
飲
む

こ
と
、
是
を
是
と
し
非
を
非
と
す
る
こ
と
、
の
よ
う
な
「
理
」（
つ
ま
り
事
物
の
性
質
）

は
も
と
も
と
自
然
な
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
が
そ
の
「
理
」
に
従
う
の
が
正
直
で
誠
実

な
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。「
直
」
は
、
こ
こ
で
は
、「
正
直
」
の
意
で
あ
る
。）「
罔
、

直
な
ら
ざ
る
な
り
。
而
る
に
亦
た
生
く
る
者
は
、
幸
に
し
て
免
れ
る
の
み
。」（「
罔
、
只

是
脱
空
作
偽
、
做
人
不
誠
実
、
以
非
為
是
、
以
黒
為
白
。」「
罔
之
生
也
之
生
、
與
上
面

生
字
微
有
不
同
。
此
生
字
是
生
存
之
生
。
人
之
絶
滅
天
理
、便
是
合
死
之
人
。
今
而
不
死
、

蓋
幸
免
也
。」「
或
問
、
人
之
生
也
直
。
曰
、
人
之
生
、
元
来
都
是
直
理
。
罔
、
便
是
都

背
了
直
理
、
当
仁
而
不
仁
、
当
義
而
不
義
、
皆
是
背
了
直
理
。
既
如
此
、
合
是
死
。
若

不
死
時
、
便
是
幸
而
免
」、
つ
ま
り
、「
罔
」
は
「
不
直
」、
即
ち
、
非
を
是
と
し
、
黒
を

白
と
す
る
よ
う
な
不
誠
実
な
こ
と
で
あ
る
。
不
誠
実
な
人
は
「
天
理
」「
直
理
」（「
理
」、

つ
ま
り
事
物
の
属
性
）
に
背
く
の
だ
か
ら
、
当
然
生
存
で
き
な
い
は
ず
だ
が
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
生
存
し
て
い
る
の
は
、
た
だ
運
よ
く
不
幸
を
免
れ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
。）」

　

程
子
曰
、
生
理
本
直
。
罔
、
不
直
也
、
而
亦
生
者
、
幸
而
免
爾
。

第
十
八
章

子
曰
、
知
之
者
不
如
好
之
者
、
好
之
者
不
如
樂
之
者
。

（「
之
を
知
る
者
」
は
、
穀
物
は
食
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る

よ
う
に
、
万
物
の
「
理
」（
つ
ま
り
事
物
の
属
性
）
が
全
部
自
分
の
心
に
あ
る
こ

と
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
之
を
好
む
者
」
は
、
穀
物
を
食
べ
て

そ
の
味
が
分
か
る
よ
う
に
、
万
物
の
「
理
」
は
窮
め
る
必
要
が
あ
る
も
の
で
あ
り

窮
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
理
解
し
て
心
か
ら
「
理
」

を
窮
め
る
こ
と
を
好
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
之
を
楽
し
む
者
」
は
、

穀
物
を
食
べ
て
満
腹
に
な
っ
た
よ
う
に
、
万
物
の
「
理
」
が
す
べ
て
真
に
自
分
の

心
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
こ
の
上
な
く
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。）

孔
子
は
言
わ
れ
た
。「
知
っ
て
い
る
の
は
好
む
の
に
は
及
ば
な
い
。
好
ん
で
い
る

の
は
楽
し
む
の
に
は
及
ば
な
い
。」
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（
朱
子
の
い
う
「
窮
理
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
朱
子
の
「
変
化
気
質
」」（
本
稿

前
篇
に
既
掲
）
に
は
「
朱
子
は
、『
孟
子
』
に
い
う
「
万
物
皆
我
に
備
わ
る
」
を
「
た

だ
万
事
万
物
の
理
は
皆
我
に
備
わ
る
だ
け
だ
」
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
が
、
も
う

一
方
で
は
、
人
間
の
「
心
」
に
備
わ
っ
て
い
る
万
事
万
物
の
「
理
」
は
実
際
に
実

在
し
て
い
る
事
物
の
「
理
」
と
合
致
し
て
は
じ
め
て
実
在
し
て
い
る
事
物
の
「
理
」

を
得
た
こ
と
に
な
る
の
だ
と
も
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
窮
理
」
は
実
在
し

て
い
る
事
物
の
そ
の
本
来
の
あ
る
べ
き
働
き
の
働
き
方
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る

が
、
実
際
、
こ
れ
は
即
ち
、
人
間
の
「
心
」
に
備
わ
っ
て
い
る
事
物
の
「
理
」
と

そ
の
実
際
に
実
在
し
て
い
る
事
物
の
「
理
」
と
が
合
致
す
る
か
否
か
を
検
証
す
る

作
業
で
も
あ
る
。」
と
あ
る
（（
一
四
）
～
（
一
五
）
頁
）。）

集
注
：

　
「
好
」
は
、
去
声
（
第
四
声
、
つ
ま
り
「
好
む
」
の
意
）
で
あ
る
。「
樂
」
は
、「
洛
」

と
発
音
す
る
（
つ
ま
り
、「
楽
し
む
」
の
意
）。
尹
氏
（
前
出
）
が
言
っ
た
。「「
之
を
知

る
者
は
、
此
の
道
有
る
を
知
る
な
り
。」（「
曰
、
所
論
知
字
、
甚
善
。
但
此
亦
謂
知
義
理

之
大
端
者
耳
。」「
尊
徳
性
、
所
以
存
心
而
極
乎
道
体
之
大
也
。
道
問
学
、
所
以
致
知
而

尽
乎
道
体
之
細
也
。
二
者
修
徳
凝
道
之
大
端
也
」、
つ
ま
り
、「
之
を
知
る
者
」
は
、
こ

の
「
道
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
。「
道
」
は
、「
義
理
」

（「
理
」、
つ
ま
り
事
物
の
属
性
）
の
こ
と
で
あ
る
。）「
之
を
好
む
者
」
と
は
、
好
ん
で
い

る
も
の
の
ま
だ
得
て
い
な
い
（
つ
ま
り
現
実
に
存
在
し
て
い
る
万
物
の
「
理
」
を
真
に

自
分
の
心
に
あ
る
の
で
は
な
い
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
之
を
楽
し
む
者
」
と
は
、
得

る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
張
敬
夫
（
前
出
）
が
言
っ

た
。「「
之
を
五
穀
に
譬
ふ
。
知
る
者
は
其
の
食
す
可
き
を
知
る
者
な
り
。
好
む
者
は
食

し
て
之
を
嗜
む
者
な
り
。
楽
し
む
者
は
之
を
嗜
み
て
飽
く
者
な
り
。」（「
知
之
者
不
如
好

之
者
。
人
之
生
、
便
有
此
理
。
然
被
物
欲
昏
蔽
、
故
知
此
理
者
已
少
。
好
之
者
是
知
之

已
至
、
分
明
見
得
此
理
可
愛
可
求
、
故
心
誠
好
之
。
楽
之
者
是
好
之
已
至
、
而
此
理
已

得
之
於
己
。
凡
天
地
万
物
之
理
皆
具
足
於
吾
身
、
則
楽
莫
大
焉
。
知
之
者
、
如
五
穀
之

可
食
。
好
之
者
、
是
食
而
知
其
味
。
楽
之
者
、
是
食
而
飽
。」、
つ
ま
り
、「
知
る
」
と
は
、

穀
物
は
食
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
万
物
に
備
わ
っ
て
い

る
「
理
」（
つ
ま
り
事
物
の
属
性
）
が
全
部
自
分
の
心
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
り
、「
好
む
」
と
は
、
穀
物
を
食
べ
て
そ
の
味
が
分
か
る
よ
う
に
、
万
物
の
「
理
」

は
窮
め
る
必
要
が
あ
る
も
の
で
あ
り
窮
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
は
っ

き
り
理
解
し
て
心
か
ら
「
理
」
を
窮
め
る
こ
と
を
好
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
り
、「
楽
し
む
」

と
は
、
穀
物
を
食
べ
て
満
腹
に
な
っ
た
よ
う
に
、
万
物
の
「
理
」
が
す
べ
て
真
に
自
分

の
心
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
こ
の
上
な
く
楽
し
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
。）「
知
り
て
好
む
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
是
れ
知
る
の
未
だ
至
ら
ざ
る
な
り
。
之

を
好
み
て
未
だ
楽
し
む
に
及
ば
ざ
れ
ば
、則
ち
是
れ
之
を
好
む
の
未
だ
至
ら
ざ
る
な
り
。」

（「
問
、
若
是
真
知
、
安
得
不
如
好
之
。
若
是
真
好
、
安
得
不
如
楽
之
。
曰
、
不
説
不
是

真
知
與
真
好
、
只
是
知
得
未
極
至
、
好
得
未
極
至
」、
つ
ま
り
、
知
っ
て
い
る
も
の
の
好

む
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
知
る
と
こ
ろ
が
ま
だ
「
理
」
を
窮
め
尽
く
し
て
い
な
い
か

ら
で
あ
り
、
好
ん
で
い
る
も
の
の
楽
し
む
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
好
む
こ
と
が

ま
だ
と
こ
と
ん
ま
で
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。）「
此
れ
古
の
学

者
の
、
自
ら
強
め
て
息
ま
ざ
る
所
以
の
者
か
。」（「
問
、
天
運
不
息
、
君
子
以
自
強
不
息
。

曰
、
非
是
説
天
運
不
息
、
自
家
去
趕
逐
、
也
要
学
他
如
此
不
息
。
只
是
常
存
得
此
心
、
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則
天
理
常
行
、
而
周
流
不
息
矣
。
又
曰
、
天
運
不
息
、
非
特
四
時
為
然
。
雖
一
日
一
時
、

頃
刻
之
間
、
其
運
未
嘗
息
也
」、
つ
ま
り
、
こ
れ
こ
そ
、
昔
の
学
ぶ
者
が
、
毎
日
の
昼
夜

交
替
や
四
季
の
巡
り
替
わ
り
が
繰
り
返
し
て
止
ま
な
い
こ
の
自
然
現
象
の
よ
う
に
、
一

日
た
り
と
も
一
時
た
り
と
も
学
ぶ
こ
と
を
怠
ら
な
か
っ
た
所
以
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
。）」

　

好
、
去
聲
。
樂
、
音
洛
。
○
尹
氏
曰
、
知
之
者
、
知
有
此
道
也
。
好
之
者
、
好
而
未

得
也
。
樂
之
者
、
有
所
得
而
樂
之
也
。
○
張
敬
夫
曰
、
譬
之
五
穀
、
知
者
知
其
可
食
者
也
、

好
者
食
而
嗜
之
者
也
、
樂
者
嗜
之
而
飽
者
也
。
知
而
不
能
好
、
則
是
知
之
未
至
也
。
好

之
而
未
及
於
樂
、
則
是
好
之
未
至
也
。
此
古
之
學
者
、
所
以
自
強
而
不
息
者
歟
。

第
十
九
章

子
曰
、
中
人
以
上
、
可
以
語
上
也
。
中
人
以
下
、
不
可
以
語
上
也
。

（「
中
人
」
は
、「
資
質
」（
つ
ま
り
聡
明
さ
や
度
量
や
性
格
な
ど
を
含
む
素
質
）

の
優
劣
ま
た
は
「
工
夫
」（
つ
ま
り
「
仁
」
の
徳
の
実
行
を
行
え
る
よ
う
に
学
び

を
励
む
こ
と
）
の
精
粗
が
中
等
程
度
、
こ
う
い
う
人
の
こ
と
で
あ
る
。「
資
質
」

の
優
劣
ま
た
は
「
工
夫
」
の
精
粗
に
よ
っ
て
そ
の
教
わ
っ
た
こ
と
を
理
解
す
る
力

に
差
が
あ
る
か
ら
、
人
を
教
え
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
そ
の
理
解
力
の
高
低

に
応
じ
て
の
教
え
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。「
上
」
は
、「
高
遠
」（「
本
体
」、
つ
ま

り
「
天
道
」
や
「
性
」
な
ど
に
つ
い
て
の
形
而
上
的
な
こ
と
）
の
話
の
こ
と
で
あ

る
。「
中
人
」
よ
り
下
の
人
に
は
「
高
遠
」
の
話
を
理
解
す
る
力
が
な
い
か
ら
、

話
し
て
も
無
益
で
あ
る
。）
孔
子
が
言
わ
れ
た
。「
中
人
よ
り
上
の
人
に
は
、「
上
」

を
告
げ
る
こ
と
は
で
き
る
。
中
人
よ
り
下
の
人
に
は
、「
上
」
を
告
げ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。」

集
注
：

　
「
以
上
」
の
「
上
」
は
、
上
声
（
第
三
声
、
つ
ま
り
「
の
ぼ
る
、
あ
が
る
」
の
意
）
で

あ
る
。「
語
」
は
、
去
声
（
第
四
声
、
つ
ま
り
「
語
る
、
告
げ
る
」
の
意
）
で
あ
る
。「
語
」

は
、
告
げ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
語
の
意
味
は
こ
う
で
あ
る
。「
人
を
教
ふ
る
者
は
、
当
に
其
の
高
下
に
随
ひ
て
之

に
告
語
せ
ば
、
則
ち
其
の
言
入
り
易
く
し
て
等
を
躐
ゆ
る
の
弊
無
き
な
り
。」（「
叔
器
問
、

中
人
上
下
是
資
質
否
。
曰
、
且
不
粧
定
恁
地
。
或
是
他
工
夫
如
此
、
或
是
他
資
質
如
此
。

聖
人
只
説
中
人
以
上
、
中
人
以
下
時
、
便
都
包
得
在
裏
面
了
。
聖
人
説
中
人
以
下
、
不

可
将
那
高
遠
底
説
與
他
、
怕
他
時
下
無
討
頭
処
。
若
是
就
他
地
位
説
時
、
理
会
得
一
件
、

便
是
一
件
、
庶
幾
漸
漸
長
進
、
一
日
強
似
一
日
、
一
年
強
似
一
年
。
不
知
不
覚
、
便
也

解
到
高
遠
処
。」「
或
問
此
一
段
。
曰
、
正
如
告
顔
淵
以
克
己
復
礼
、
告
仲
弓
以
持
敬
行
恕
、

告
司
馬
牛
以
言
之
訒
。
蓋
清
明
剛
健
者
自
是
一
様
、
恭
黙
和
順
者
自
是
一
様
、
有
病
痛

者
自
是
一
様
、
皆
因
其
所
及
而
語
之
也
」、
つ
ま
り
、
人
は
「
資
質
」（「
有
資
質
甚
高
者
、

一
了
一
切
了
、
即
不
須
節
節
用
工
。
也
有
資
質
中
下
者
、
不
能
尽
了
、
却
須
節
節
用
工
。」

「
度
量
是
言
其
資
質
。」「
好
仁
底
人
、
是
箇
温
柔
寬
厚
底
資
質
。」「
人
之
資
稟
各
不
同
、

資
質
好
者
、
纔
知
得
便
把
得
定
、
不
改
変
。
資
質
遅
慢
者
、
須
大
段
著
力
做
工
夫
、
方
得
」、

つ
ま
り
、聡
明
さ
や
度
量
や
性
格
な
ど
を
含
む
人
間
の
素
質
の
こ
と
）の
優
劣
ま
た
は「
工

夫
」（
つ
ま
り
「
仁
」
の
徳
の
実
行
を
行
え
る
よ
う
に
学
び
を
励
む
こ
と
）
の
精
粗
に
よ
っ
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て
そ
の
教
わ
っ
た
こ
と
を
理
解
す
る
力
に
差
が
あ
り
、
人
を
教
え
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
人
の
そ
の
理
解
力
の
高
低
に
応
じ
て
教
え
れ
ば
、
そ
の
教
え
を
受
け
入
れ
易
く
て
等

級
を
無
視
す
る
弊
害
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
。）
張
敬
夫
（
前
出
）
が
言
っ
た
。「「
聖
人

の
道
、
精
粗
の
二
致
無
し
と
雖
も
、
但
だ
其
の
教
へ
を
施
す
は
、
則
ち
必
ず
其
の
材
に

因
り
て
篤
く
す
。」（「
行
夫
問
此
章
。
曰
、
理
只
是
一
致
。
譬
之
水
、
也
有
把
與
人
少
者
、

有
把
與
人
多
者
。
随
其
質
之
高
下
而
告
之
、非
謂
理
有
二
致
也
」、つ
ま
り
、聖
人
の
「
道
」

（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
「
理
」
に
つ
い
て
の
教
え
）
は
、「
精
」
と
「
粗
」
と
の
二
つ
の

異
な
る
「
理
」
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
教
え
を
行
う
時
に
は
、

必
ず
相
手
の
「
才
」（「
質
の
高
下
」、
つ
ま
り
、「
資
質
」
の
優
劣
ま
た
は
「
工
夫
」
の

精
粗
が
中
等
程
度
よ
り
そ
の
高
下
）
に
応
じ
て
そ
の
相
手
の
理
解
で
き
る
言
葉
で
告
げ

る
、
と
い
う
こ
と
。）
そ
も
そ
も
「
中
人
」
よ
り
下
の
「
質
」
の
人
に
は
、
急
い
で
あ
ま

り
に
も
「
高
遠
」（「
聖
人
之
道
、
有
高
遠
処
、
有
平
実
処
。」「
老
仏
之
学
則
説
向
高
遠

処
去
、
故
都
無
工
夫
了
。
聖
人
雖
説
本
体
如
此
、
及
做
時
、
須
事
事
著
実
。」「
天
道
者
、

天
理
自
然
之
本
体
。」「
便
是
人
生
以
後
、此
理
已
墮
在
形
気
之
中
、不
全
是
性
之
本
体
矣
」、

つ
ま
り
、「
本
体
」（
つ
ま
り
「
天
道
」
や
「
性
」
な
ど
に
つ
い
て
の
形
而
上
的
な
こ
と
）

の
話
を
し
て
も
、
た
だ
話
を
理
解
で
き
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
む
や
み
に
等
級
を
越
え

た
こ
と
で
、
身
に
適
切
し
な
い
と
い
う
弊
害
が
あ
り
、
そ
こ
で
「
中
人
」
よ
り
下
の
ま

ま
終
わ
っ
て
し
ま
う
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
「
及
ぶ
所
」（
つ
ま
り
「
才
」「
質

の
高
下
」）
に
よ
っ
て
教
え
を
行
い
、
こ
れ
は
つ
ま
り
、
相
手
を
「
切
に
問
ひ
て
近
く
思

ふ
」（「
楊
問
、
程
子
曰
、
近
思
、
以
類
而
推
。
何
謂
類
推
。
曰
、
此
語
道
得
好
。
不
要

跳
越
望
遠
、
亦
不
是
縱
橫
陡
頓
、
只
是
就
這
裏
近
傍
那
暁
得
処
挨
将
去
。
如
這
一
件
事

理
会
得
透
了
、
又
因
這
件
事
推
去
做
那
一
件
事
、
知
得
亦
是
恁
地
。
如
識
得
這
灯
有
許

多
光
、
便
因
這
灯
推
将
去
、
識
得
那
燭
亦
恁
地
光
。」『
論
語
集
注
』
子
張
「
子
夏
曰
、

博
学
而
篤
志
、
切
問
而
近
思
、
仁
在
其
中
矣
。」
朱
子
注
「
四
者
皆
学
問
思
辨
之
事
耳
、

未
及
乎
力
行
而
為
仁
也
。
然
従
事
於
此
、
則
心
不
外
馳
、
而
所
存
自
熟
、
故
曰
仁
在
其

中
矣
。」『
論
語
集
解
義
疏
』
何
晏
集
解
「
切
問
者
、
切
問
於
已
所
学
而
未
悟
之
事
也
。

近
思
者
、
近
思
於
已
所
能
及
之
事
也
。」
皇
侃
義
疏
「
切
猶
急
也
。
若
有
所
未
逹
之
事
、

宜
急
諮
問
取
解
、
故
云
切
問
也
。
近
思
者
、
若
有
所
思
、
則
宜
思
己
所
已
学
者
、
故
曰

近
思
也
」、
つ
ま
り
、
学
ん
だ
も
の
を
ま
だ
理
解
し
て
い
な
い
場
合
は
急
い
て
諮
問
し
て

解
答
を
得
る
よ
う
に
し
て
、
灯
に
は
火
が
あ
る
の
を
知
っ
て
こ
れ
で
類
推
し
て
蝋
燭
に

も
火
が
出
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
る
、
こ
の
よ
う
な
類
推
で
物
事
を
考
え
る
）
よ
う

に
さ
せ
て
、
徐
々
に
「
高
遠
」
の
話
を
理
解
で
き
る
ま
で
進
ま
せ
る
も
の
で
あ
る
。」

　

以
上
之
上
、
上
聲
。
語
、
去
聲
。
○
語
、
告
也
。
言
教
人
者
、
當
隨
其
高
下
而
告
語
之
、

則
其
言
易
入
而
無
躐
等
之
弊
也
。
○
張
敬
夫
曰
、
聖
人
之
道
、
精
粗
雖
無
二
致
、
但
其

施
教
、
則
必
因
其
材
而
篤
焉
。
蓋
中
人
以
下
之
質
、
驟
而
語
之
太
高
、
非
惟
不
能
以
入
、

且
將
妄
意
躐
等
、
而
有
不
切
於
身
之
弊
、
亦
終
於
下
而
已
矣
。
故
就
其
所
及
而
語
之
、

是
乃
所
以
使
之
切
問
近
思
、
而
漸
進
於
高
遠
也
。

第
二
十
章

樊
遲
問
知
。
子
曰
、
務
民
之
義
、
敬
鬼
神
而
遠
之
、
可
謂
知
矣
。
問
仁
。
曰
、
仁

者
先
難
而
後
獲
、
可
謂
仁
矣
。

（「
樊
遲
」
は
、「
樊
遲
、孔
子
弟
子
、名
須
。」
と
あ
り
、孔
子
の
弟
子
で
あ
る
。「
民
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の
義
」
は
、「
人
の
宜
」、
つ
ま
り
、
目
が
よ
く
見
え
る
こ
と
、
耳
が
よ
く
聞
こ
え

る
こ
と
、
君
臣
に
は
「
義
」（
つ
ま
り
、
君
は
仁
、
臣
は
敬
）
が
あ
る
こ
と
、
父

子
に
は
「
親
」（
つ
ま
り
、
父
は
慈
、
子
は
孝
）
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
の
よ
う
な

人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
「
常
性
」（
つ
ま
り
固
有
属
性
）
の
こ
と
で
あ
る
。「
鬼
神
」

は
、
祭
祀
す
る
べ
き
先
祖
の
霊
魂
や
山
川
の
神
々
の
こ
と
で
あ
る
が
、
形
も
音
も

な
く
、
推
測
し
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。「
知
」
は
、
こ
こ
で
は
、

「
智
」
で
あ
る
。
一
般
の
人
は
人
の
知
ら
な
い
こ
と
を
知
ろ
う
と
す
る
の
だ
が
、

聖
人
は
知
る
べ
き
こ
と
を
知
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。）孔
子
弟
子
の
樊
遲
が「
知
」

に
つ
い
て
お
尋
ね
し
た
。
孔
子
は
言
わ
れ
た
。「
専
ら
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る「
常

性
」
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
力
を
注
い
で
、
認
識
も
で
き
な
い
「
鬼
神
」
に
（
禍

を
避
け
て
福
を
求
め
る
こ
と
を
）
求
め
よ
う
と
執
着
し
な
い
、
そ
れ
が
「
智
」
と

言
え
る
の
だ
。」「
仁
」
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
た
。
孔
子
が
答
え
ら
れ
た
。「
仁
者
は
、

先
に
人
の
行
い
難
い
こ
と
を
行
い
（「
先
為
人
所
難
為
」、
つ
ま
り
「
工
夫
」
を
行

う
こ
と
）、
そ
の
効
果
を
得
る
の
を
急
が
な
い
（
つ
ま
り
効
果
を
得
よ
う
と
思
わ

な
い
）、
そ
れ
が
「
仁
」
と
言
え
る
の
だ
。」

集
注
：

　
「
知
」、「
遠
」
は
、
と
も
に
去
声
（
第
四
声
、
つ
ま
り
、「
智
」
の
意
、「
遠
ざ
か
る
」

の
意
）
で
あ
る
。「
民
」
は
、
つ
ま
り
人
の
こ
と
で
あ
る
。「
獲
」
は
、
得
る
こ
と
で
あ
る
。

「
專
ら
人
道
の
宜
し
き
所
に
力
を
用
ひ
て
、
鬼
神
の
知
る
可
か
ら
ざ
る
に
惑
わ
ざ
る
は
、

知
者
の
事
な
り
。」（「
或
問
此
章
。
曰
、
常
人
之
所
謂
知
、
多
求
知
人
所
不
知
。
聖
人
之

所
謂
知
、
只
知
其
所
当
知
而
已
。
自
常
人
観
之
、
此
両
事
若
不
足
以
為
知
。
然
果
能
專

用
力
於
人
道
之
宜
、
而
不
惑
於
鬼
神
之
不
可
知
、
却
真
箇
是
知
。」「
問
、
務
民
之
義
、

敬
鬼
神
而
遠
之
。
諸
家
皆
作
両
事
説
。
曰
、
此
両
句
恐
是
一
意
。
民
者
、
人
也
。
義
者
、

宜
也
。
如
詩
所
謂
民
之
秉
彝
、
即
人
之
義
也
。
此
則
人
之
所
宜
為
者
、
不
可
不
務
也
。

此
而
不
務
、
而
反
求
之
幽
冥
不
可
測
識
之
間
、
而
欲
避
禍
以
求
福
、
此
豈
謂
之
智
者
哉
。」

「
問
、
敬
鬼
神
而
遠
之
。
曰
、
此
鬼
神
是
指
正
当
合
祭
祀
者
。
且
如
宗
廟
山
川
、
是
合
当

祭
祀
底
、
亦
当
敬
而
不
可
褻
近
泥
著
。
才
泥
著
、
便
不
是
。」「
問
、
敬
鬼
神
而
遠
之
、

如
天
地
山
川
之
神
與
夫
祖
先
、此
固
当
敬
。
至
如
世
間
一
種
泛
然
之
鬼
神
、果
当
敬
否
。
曰
、

他
所
謂
敬
鬼
神
、
是
敬
正
当
底
鬼
神
。
敬
而
遠
之
、
是
不
可
褻
瀆
、
不
可
媚
。
如
卜
筮

用
亀
、
此
亦
不
免
。
如
臧
文
仲
山
節
藻
梲
以
藏
之
、
便
是
媚
、
便
是
不
知
。」『
詩
集
伝
』

「
民
之
秉
彝
。」
朱
子
注
「
秉
、
執
。
彝
、
常
。
…
。
蓋
自
百
骸
九
竅
五
髒
、
而
達
之
君

臣
父
子
夫
婦
長
幼
朋
友
、
無
非
物
也
。
而
莫
不
有
法
焉
。
如
視
之
明
、
聴
之
聡
、
貌
之
恭
、

言
之
順
、
君
臣
有
義
、
父
子
有
親
之
類
、
是
也
。
是
乃
民
所
執
之
常
性
。」『
大
学
章
句
』

第
三
章
「
為
人
君
、
止
於
仁
。
為
人
臣
、
止
於
敬
。
為
人
子
、
止
於
孝
。
為
人
父
、
止

於
慈
。
與
國
人
交
、
止
於
信
。」
朱
子
注
「
敬
止
、
言
其
無
不
敬
而
安
所
止
也
。
引
此
而

言
聖
人
之
止
、
無
非
至
善
。
五
者
乃
其
目
之
大
者
也
。
学
者
於
此
、
究
其
精
微
之
蘊
、

而
又
推
類
以
尽
其
余
、
則
於
天
下
之
事
、
皆
有
以
知
其
所
止
而
無
疑
矣
」、
つ
ま
り
、「
人

道
の
宜
」
は
、「
人
の
義
」、
即
ち
目
が
よ
く
見
え
る
こ
と
、
耳
が
よ
く
聞
こ
え
る
こ
と
、

君
臣
に
は
「
義
」（
つ
ま
り
、
君
は
仁
、
臣
は
敬
）
が
あ
る
こ
と
、
父
子
に
は
「
親
」（
つ

ま
り
、
父
は
慈
、
子
は
孝
）
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
の
よ
う
な
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
「
常

性
」（
つ
ま
り
固
有
属
性
）
の
こ
と
で
あ
る
。「
鬼
神
」
は
、
祭
祀
す
る
べ
き
先
祖
の
霊

魂
や
山
川
の
神
々
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
幽
冥
」（『
淮
南
子
』
説
山
訓
「
視
之
無
形
、
聴

之
無
声
、
謂
之
幽
冥
」、
つ
ま
り
、
形
も
音
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
）
で
あ
っ
て
推
測
し
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認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。
一
般
の
人
は
人
の
知
ら
な
い
こ
と
を
知
ろ

う
と
す
る
の
だ
が
、
聖
人
は
知
る
べ
き
こ
と
を
知
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

専
ら
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
「
常
性
」
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
力
を
注
い
で
、
認
識
も

で
き
な
い
「
鬼
神
」
に
「
禍
を
避
け
て
福
を
求
め
る
こ
と
を
」
求
め
よ
う
と
執
着
し
な

い
の
は
、
智
者
の
や
る
こ
と
で
あ
る
。）「
其
の
事
の
難
き
所
を
先
に
し
て
、
其
の
效
の

得
る
所
を
後
に
す
る
は
、
仁
者
の
心
な
り
。」（「
問
、
仁
者
先
難
而
後
獲
。
曰
、
獲
、
有

期
望
之
意
、学
者
之
於
仁
、工
夫
最
難
。
但
先
為
人
所
難
為
、不
必
有
期
望
之
心
、可
也
。」

「
先
難
後
獲
、
只
是
無
期
必
之
心
。」「
只
是
我
合
做
底
事
、
便
自
做
将
去
、
更
無
下
面
一
截
。

才
有
計
獲
之
心
、
便
不
是
了
。」「
問
、
仁
者
先
難
而
後
獲
、
後
字
、
如
未
有
義
而
後
其

君
之
後
否
。
曰
、
是
。」『
孟
子
集
注
』
梁
恵
王
上
「
未
有
仁
而
遺
其
親
者
也
、
未
有
義

而
後
其
君
者
也
。」
朱
子
注
「
此
言
仁
義
未
嘗
不
利
、
以
明
上
文
亦
有
仁
義
而
已
之
意
也
。

遺
、
猶
棄
也
。
後
、
不
急
也
。
言
仁
者
必
愛
其
親
、
義
者
必
急
其
君
。
故
人
君
躬
行
仁

義
而
無
求
利
之
心
、
則
其
下
化
之
、
自
親
戴
於
己
也
」、
つ
ま
り
、
先
に
人
の
行
い
難
い

こ
と
を
行
い
（「
先
為
人
所
難
為
」、つ
ま
り
「
工
夫
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、即
ち
「
私
心
」

「
私
欲
」
を
克
服
す
る
こ
と
。
詳
し
く
は
後
述
）、そ
の
効
果
を
得
る
の
を
急
が
な
い
（
つ

ま
り
効
果
を
得
よ
う
と
思
わ
な
い
）、
そ
れ
が
仁
者
の
心
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。）
こ

れ
は
き
っ
と
樊
遲
の
過
失
が
原
因
で
こ
の
話
を
な
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
程
子
（
前
出
）

が
言
っ
た
。「
人
多
く
鬼
神
を
信
ず
る
は
、
惑
ひ
な
り
。
而
ど
も
信
ぜ
ざ
る
者
は
又
た
敬

す
る
こ
と
能
は
ず
。
能
く
敬
し
能
く
遠
ざ
か
る
は
、
知
と
謂
ふ
可
し
。」（「
問
、
敬
鬼
神

而
遠
之
、
莫
是
知
有
其
理
、
故
能
敬
。
不
為
他
所
惑
、
故
能
遠
。
曰
、
人
之
於
鬼
神
、

自
当
敬
而
遠
之
。
若
見
得
那
道
理
分
明
、
則
須
著
如
此
。
如
今
人
信
事
浮
屠
以
求
福
利
、

便
是
不
能
遠
也
。
又
如
卜
筮
、
自
伏
羲
尭
舜
以
来
皆
用
之
、
是
有
此
理
矣
。
今
人
若
於

事
有
疑
、
敬
以
卜
筮
決
之
、
有
何
不
可
。
如
義
理
合
当
做
底
事
、
却
又
疑
惑
、
只
管
去

問
於
卜
筮
、
亦
不
能
遠
也
。
蓋
人
自
有
人
道
所
当
為
之
事
。
今
若
不
肯
自
尽
、
只
管
去

諂
事
鬼
神
、
便
是
不
智
」、
つ
ま
り
、
人
々
の
多
く
が
「
鬼
神
」
の
存
在
を
信
じ
る
の
は
、

事
に
お
い
て
判
断
に
苦
し
む
か
ら
で
あ
る
が
、
し
か
し
「
鬼
神
」
の
存
在
を
信
じ
な
い

人
は
ま
た
「
鬼
神
」
を
敬
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
敬
う
こ
と
も
遠
ざ
か
る
こ

と
も
で
き
る
人
は
、
智
者
と
言
え
る
、
と
い
う
こ
と
。
朱
子
は
、「
仏
の
こ
と
を
信
じ
て

そ
れ
に
福
を
求
め
る
の
は
つ
ま
り
遠
ざ
か
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
事
に
お

い
て
迷
い
が
あ
れ
ば
「
鬼
神
」
を
敬
っ
て
卜
筮
の
占
い
で
決
断
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し

て
も
よ
い
の
だ
が
、「
義
理
」（「
理
」、
つ
ま
り
事
物
の
性
質
）
に
適
っ
て
い
て
為
す
べ

き
こ
と
で
あ
る
の
に
、
迷
っ
て
し
ま
っ
て
卜
筮
の
占
い
に
尋
ね
る
の
は
ま
た
遠
ざ
か
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
。）
ま
た
言
っ
た
。「
行
い
難
い
こ

と
を
先
に
す
る
の
は
、「
克
己
」（「
曰
、
方
従
事
於
仁
、
便
計
較
其
效
之
所
得
、
此
便
是

私
心
。
曰
、
此
一
句
説
得
是
。
克
己
、
正
是
要
克
去
私
心
、
又
却
計
其
效
之
所
得
、
乃

是
私
心
也
。
只
是
私
心
、便
不
是
仁
。」「
義
剛
言
、若
有
一
毫
計
功
之
心
、便
是
私
欲
。
曰
、

是
」、
つ
ま
り
、「
私
心
」「
私
欲
」（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、「
工
夫
」
を
行
う
そ
の
効
果

を
得
よ
う
と
思
う
こ
と
）
を
克
服
す
る
こ
と
）
で
あ
る
。
行
い
難
い
こ
と
を
先
に
し
て
、

し
か
も
効
果
を
得
よ
う
と
思
わ
な
い
の
は
、仁
で
あ
る
。」
呂
氏
（
前
出
）
が
言
っ
た
。「
当

に
務
む
べ
き
を
急
と
為
し
、
知
り
難
き
所
を
求
め
ず
。
知
る
所
を
力
行
し
、
為
し
難
き

所
を
憚
ら
ず
。」（「
呂
氏
当
務
之
為
急
、
説
得
好
。
不
求
於
所
難
知
一
句
、
説
得
鶻
突
。」

「
先
難
後
獲
、
即
仲
舒
所
謂
仁
人
明
道
不
計
功
之
意
。
呂
氏
説
最
好
、
辞
約
而
義
甚
精
」、

つ
ま
り
、
務
め
る
べ
き
こ
と
を
急
い
で
行
い
、
な
か
な
か
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と

を
知
ろ
う
と
し
な
い
。
知
っ
て
い
る
こ
と
を
力
注
い
で
行
い
、
行
い
難
い
こ
と
を
難
し
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が
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
朱
子
は
、
こ
の
呂
氏
の
論
述
は
最
も
よ
い
と
言
い
な
が
ら
、

　
「「
不
求
於
所
難
知
」
の
一
句
が
意
味
明
確
で
は
な
い
。」
と
も
述
べ
て
い
る
。）

知
、
遠
、
皆
去
聲
。
○
民
、
亦
人
也
。
獲
、
謂
得
也
。
專
用
力
於
人
道
之
所
宜
、
而
不

惑
於
鬼
神
之
不
可
知
、
知
者
之
事
也
。
先
其
事
之
所
難
、
而
後
其
效
之
所
得
、
仁
者
之

心
也
。
此
必
因
樊
遲
之
失
而
告
之
。
○
程
子
曰
、
人
多
信
鬼
神
、
惑
也
。
而
不
信
者
又

不
能
敬
、
能
敬
能
遠
、
可
謂
知
矣
。
又
曰
、
先
難
、
克
己
也
。
以
所
難
為
先
、
而
不
計

所
獲
、
仁
也
。
呂
氏
曰
、
當
務
為
急
、
不
求
所
難
知
。
力
行
所
知
、
不
憚
所
難
為
。

第
二
十
一
章

子
曰
、
知
者
樂
水
、
仁
者
樂
山
。
知
者
動
、
仁
者
靜
。
知
者
樂
、
仁
者
壽
。

（「
知
者
」
は
、「
智
者
」
の
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
必
ず
事
の
「
理
」（
つ
ま

り
性
質
）
に
適
う
ま
で
に
様
々
な
調
整
を
滞
る
こ
と
が
な
く
行
う
、
こ
う
い
う
人

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
水
が
様
々
な
地
形
に
ぴ
っ
た
り
合
う
よ
う
に
形
体
を
変

え
る
の
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
だ
か
ら
、「
知
者
」
は
水
に
親
近
感
を
抱

く
の
で
あ
る
。「
仁
者
」
は
つ
ま
り
、「
義
理
」（「
理
」、
つ
ま
り
事
物
の
性
質
）

を
拠
り
所
に
し
て
落
ち
着
い
て
い
て
ぶ
れ
な
い
、
こ
う
い
う
人
の
こ
と
で
あ
る
。

山
の
安
ら
か
で
穏
や
か
で
篤
実
な
姿
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
だ
か
ら
、「
仁

者
」
は
山
に
親
近
感
を
抱
く
の
で
あ
る
。「
知
者
は
動
く
」
と
は
、「
智
者
」
の
「
体
」

（
つ
ま
り
性
質
）
は
動
く
、
つ
ま
り
、
多
く
の
「
道
理
」（
つ
ま
り
事
物
の
性
質
）

を
明
確
に
知
っ
て
い
て
事
に
お
い
て
行
う
べ
き
こ
と
を
日
常
に
行
っ
て
止
む
こ
と

が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
仁
者
は
静
か
」
と
は
、「
仁
者
」
の
「
体
」
は

静
か
、
つ
ま
り
、
心
に
「
人
欲
」
の
介
入
が
な
く
、
常
に
事
物
の
「
理
」
に
基
づ

い
て
動
じ
な
い
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
知
者
は
楽
し
む
」
の
「
楽
し
む
」
と
は
、

「
事
に
お
い
て
行
い
が
「
理
」
に
従
っ
て
乱
れ
な
い
」
の
意
で
あ
る
。「
仁
者
は
寿

（
な
が
）
し
」
の
「
寿
し
」
と
は
、「
悠
久
」「
長
遠
」（
い
つ
ま
で
も
な
が
く
続
く
）

の
意
で
あ
る
が
、
つ
ま
り
、
常
に
事
物
の
「
理
」
に
基
づ
い
て
動
じ
な
い
こ
と
が

い
つ
ま
で
も
な
が
く
続
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。）
孔
子
が
言
わ
れ
た
。「
智
者

は
水
を
愛
好
し
、
仁
者
は
山
を
愛
好
す
る
。
智
者
は
動
く
の
だ
が
、
仁
者
は
静
か

だ
。
智
者
は
楽
し
み
、
仁
者
は
寿
（
な
が
）
い
。」

集
注
：

　
「
知
」
は
、
去
声
（
第
四
声
、
つ
ま
り
「
智
」）
で
あ
る
。「
樂
」
は
、
上
の
二
字
は
と

も
に
「
五
」「
教
」
の
反
（
つ
ま
り
「
好
む
、
愛
好
す
る
」
の
意
）、
下
の
一
字
は
「
洛
」

と
発
音
す
る
（
つ
ま
り
、「
楽
し
む
」
の
意
）。「
樂
」
は
、「
喜
好
」（「
人
傑
問
、
楽
字

之
義
、
釈
曰
喜
好
。
是
知
者
之
所
喜
好
在
水
、
仁
者
之
所
喜
好
在
山
否
。
曰
、
且
看
水

之
為
体
、
運
用
不
窮
、
或
浅
或
深
、
或
流
或
激
。
山
之
安
静
篤
実
、
観
之
侭
有
余
味
」、

つ
ま
り
、
愛
好
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
水
の
変
化
極
ま
り
な
い
そ
の
形
体
、
山
の
安
ら

か
で
穏
や
か
で
篤
実
な
姿
に
魅
了
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
）
で
あ
る
。「
知
者
は
事
の
理

に
達
し
て
周
流
し
て
滯
り
無
き
こ
と
、
水
に
似
た
る
有
り
、
故
に
水
を
楽
（
こ
の
）
む
。」

（「
今
且
以
知
者
楽
水
言
之
、
須
要
仔
細
看
這
水
到
隈
深
処
時
如
何
、
到
峻
処
時
如
何
、

到
淺
処
時
如
何
、
到
曲
折
処
時
如
何
。
地
有
不
同
、
而
水
随
之
以
為
態
度
、
必
至
於
達

而
後
已
、
此
可
見
知
者
処
事
処
。」「
又
云
、
知
是
伏
藏
、
祖
錄
作
潜
伏
。
淵
深
底
道
理
、



岡
山
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
紀
要
第
五
十
五
号
（
二
〇
二
三
・
三
）

（12）

至
発
出
則
有
運
用
。
然
至
於
運
用
各
当
其
理
而
不
可
易
処
、
又
不
專
於
動
」、
つ
ま
り
、

智
者
は
、
必
ず
事
の
「
理
」（
つ
ま
り
性
質
）
に
適
う
ま
で
に
様
々
な
調
整
を
滞
る
こ
と

が
な
く
行
う
か
ら
、
水
が
様
々
な
地
形
に
ぴ
っ
た
り
合
う
よ
う
に
形
体
を
変
え
る
の
に

似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
だ
か
ら
、
水
に
親
近
感
を
抱
く
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。）「
仁

者
は
義
理
に
安
ん
じ
て
厚
重
に
し
て
遷
ら
ず
、山
に
似
た
る
有
り
、故
に
山
を
楽
（
こ
の
）

む
。」（「
心
下
專
在
此
事
、
都
無
別
念
慮
繫
絆
、
見
得
那
是
合
当
做
底
事
、
只
恁
地
做
将
去
、

是
先
難
後
獲
、
便
是
仁
者
静
。
如
今
人
不
静
時
、
只
為
一
事
至
、
便
牽
惹
得
千
方
百
種

思
慮
。
這
事
過
了
、
許
多
夾
雜
底
却
又
在
這
裏
不
能
得
了
。
頭
底
已
自
是
過
去
了
、
後

面
帶
許
多
尾
不
能
得
了
。
若
是
仁
者
、
逐
一
応
去
、
便
没
事
。
一
事
至
、
便
只
都
在
此

事
上
」、
つ
ま
り
、「
仁
者
」
は
、「
義
理
」（「
理
」、
つ
ま
り
事
物
の
性
質
）
を
拠
り
所

に
し
て
落
ち
着
い
て
い
て
ぶ
れ
な
い
、
こ
う
い
う
人
の
こ
と
で
あ
る
。
山
の
安
ら
か
で

穏
や
か
で
篤
実
な
姿
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
だ
か
ら
、
山
に
親
近
感
を
抱
く
の
だ
、

と
い
う
こ
と
。
朱
子
は
、「
事
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
事
に
専
念
し
て
「
義
理
」（「
理
」、

つ
ま
り
性
質
）に
適
っ
て
行
う
べ
き
こ
と
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
ひ
た
す
ら
行
っ
て
い
き
、「
難

き
を
先
に
し
獲
る
を
後
に
す
」（
つ
ま
り
、「
楽
寿
」
を
得
よ
う
と
思
わ
な
い
こ
と
。
詳

し
く
は
前
章
と
後
述
）
る
の
は
、「
仁
者
」
の
「
静
」
だ
。」
と
説
明
し
て
い
る
。）「
動

静
は
体
を
以
て
言
ひ
、
楽
寿
は
效
を
以
て
言
ふ
な
り
。
動
き
て
括
せ
ず
、
故
に
楽
し
む
。

静
か
に
し
て
常
有
り
、
故
に
寿
し
。」（「
問
、
仁
知
動
静
之
説
、
與
陰
陽
動
静
之
説
同
否
。

曰
、
莫
管
他
陽
動
陰
静
、
公
看
得
理
又
過
了
。
大
抵
看
理
只
到
這
処
便
休
、
又
須
得
走

過
那
辺
看
、
便
不
是
了
。
然
仁
主
於
発
生
、
其
用
未
嘗
不
動
、
而
其
体
却
静
。
知
周
流

於
事
物
、
其
体
雖
動
、
然
其
用
深
潜
縝
密
、
則
其
用
未
嘗
不
静
。
其
体
用
動
静
雖
如
此
、

却
不
須
執
一
而
論
、
須
循
環
観
之
。
蓋
仁
者
一
身
混
然
全
是
天
理
、
故
静
而
楽
山
、
且
寿
、

寿
是
悠
久
之
意
。
知
者
周
流
事
物
之
間
、
故
動
而
楽
水
、
且
楽
、
楽
是
処
得
当
理
而
不

擾
之
意
。
若
必
欲
以
配
陰
陽
、
則
仁
配
春
、
主
発
生
、
故
配
陽
動
。
知
配
冬
、
主
伏
藏
、

故
配
陰
静
。
然
陰
陽
動
静
、
又
各
互
為
其
根
、
不
可
一
定
求
之
也
。
此
亦
在
学
者
黙
而

識
之
。」「
問
、
知
者
楽
水
一
章
、
看
這
三
截
、
却
倒
。
似
動
静
是
本
体
、
山
水
是
説
其

已
発
、
楽
寿
是
指
其
效
。
曰
、
然
。
倒
因
上
二
句
説
到
他
本
体
上
。
知
者
動
、
然
他
自

見
得
許
多
道
理
分
明
、
只
是
行
其
所
無
事
、
其
理
甚
簡
。
以
此
見
得
雖
曰
動
、
而
実
未

嘗
不
静
也
。
仁
者
静
、
然
其
見
得
天
下
万
事
万
理
皆
在
吾
心
、
無
不
相
関
、
雖
曰
静
、

而
未
嘗
不
動
也
。
動
、
不
是
恁
地
労
攘
紛
擾
。
静
、
不
是
恁
地
塊
然
死
守
。
這
與
樊
遲

問
仁
知
章
相
連
、
自
有
互
相
発
明
処
。」「
仁
者
静
、
或
謂
寂
然
不
動
為
静
、
非
也
。
此

言
仁
者
之
人
、
雖
動
亦
静
也
。
喜
怒
哀
楽
、
皆
動
也
、
仁
者
之
人
豈
無
是
数
者
哉
。
蓋

於
動
之
中
未
嘗
不
静
也
。
静
、
謂
無
人
慾
之
紛
擾
、
而
安
於
天
理
之
当
然
耳
。
若
謂
仁

有
静
而
不
動
、
則
知
亦
常
動
而
不
静
乎
。」「
山
包
藏
発
育
之
意
、
是
動
也
。
而
安
重
不
遷
、

故
主
於
静
。」「
知
便
有
箇
快
活
底
意
思
、
仁
便
有
箇
長
遠
底
意
思
。
故
曰
、
知
者
楽
、

仁
者
寿
。」『
周
易
本
義
集
成
』
繋
辞
伝
「
動
而
不
括
」
朱
子
注
「
括
、
結
礙
也
。」
熊
良

輔
集
成
「
潘
氏
曰
、
括
、
結
括
也
。
阻
礙
之
義
」、
つ
ま
り
、「
動
」
と
「
静
」
は
「
体
」

（「
問
道
之
体
用
。
曰
、
假
如
耳
便
是
体
、
聴
便
是
用
。
目
是
体
、
見
是
用
。」「
曰
、
情

又
是
意
底
骨
子
。
志
與
意
都
属
情
、
情
字
較
大
、
性
、
情
字
皆
従
心
、
所
以
説
心
統
性
情
。

心
兼
体
用
而
言
。
性
是
心
之
理
、
情
是
心
之
用
」、
つ
ま
り
、
性
質
（
機
能
・
能
力
）
の

こ
と
。「
体
」
の
現
れ
が
「
用
」
で
あ
る
）
を
も
っ
て
言
う
も
の
で
あ
り
、「
楽
」
と
「
寿
」

は
「
効
」（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
「
用
」
の
こ
と
）
を
も
っ
て
言
う
も
の
で
あ
る
。「
動
」

が
阻
ま
れ
な
い
、
だ
か
ら
「
楽
し
む
」
で
あ
り
、「
静
」
な
ら
ば
「
常
」
が
あ
り
、
だ
か

ら
「
寿
し
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
朱
子
は
、「「
知
者
」
は
、
そ
の
「
体
」
は
多
く
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の
「
道
理
」（
つ
ま
り
事
物
の
性
質
）
を
明
確
に
知
っ
て
い
て
事
に
お
い
て
行
う
べ
き
こ

と
を
日
常
に
行
っ
て
止
む
こ
と
が
な
い
、
こ
の
よ
う
に
見
え
て
「
動
」
と
言
え
る
が
、

そ
の
実
は
思
慮
が
深
く
て
緻
密
で
迷
い
が
な
い
か
ら
、そ
の「
用
」は「
静
」で
あ
る
。「
仁

者
」
は
、
そ
の
「
体
」
は
心
に
「
人
欲
」
の
介
入
が
な
く
、
常
に
事
物
の
「
理
」
に
基

づ
い
て
動
じ
な
い
の
だ
か
ら
、「
静
」
を
主
と
す
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
「
理
」
が
す

べ
て
心
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
て
万
事
万
物
に
関
わ
ら
な
い
も
の
は
な
い
の

だ
か
ら
、
そ
の
「
用
」
は
「
動
」
で
あ
る
。「
知
者
」
は
、「
楽
し
む
」（
こ
こ
で
は
、
つ

ま
り
、事
に
お
い
て
行
い
が
「
理
」
に
従
っ
て
乱
れ
な
い
、と
い
う
こ
と
）
で
あ
る
。「
仁

者
」
は
、「
寿
し
」（「
悠
久
」「
長
遠
」、
こ
こ
で
は
、「
い
つ
ま
で
も
な
が
く
続
く
」
の

意
で
あ
る
が
、
つ
ま
り
、
常
に
事
物
の
「
理
」
に
基
づ
い
て
動
じ
な
い
こ
と
が
い
つ
ま

で
も
な
が
く
続
く
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
。）
程
子
が
言
っ
た
。「
仁

知
を
体
す
る
こ
と
の
深
き
者
に
非
ざ
れ
ば
、此
く
の
如
く
之
を
形
容
す
る
こ
と
能
は
ず
。」

（「
惟
聖
人
兼
仁
知
、
故
楽
山
楽
水
皆
兼
之
。
自
聖
人
而
下
、
成
就
各
有
偏
処
」、
つ
ま
り
、

「
仁
」
と
「
知
」
を
深
く
体
験
し
て
知
っ
て
い
る
方
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
形
容
な

さ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
朱
子
は
「
た
だ
聖
人
だ
け
が
「
知
」
と
「
仁
」

を
兼
ね
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
。）

　

知
、
去
聲
。
樂
、
上
二
字
並
五
教
反
、
下
一
字
音
洛
。
○
樂
、
喜
好
也
。
知
者
達
於

事
理
而
周
流
無
滯
、
有
似
於
水
、
故
樂
水
。
仁
者
安
於
義
理
而
厚
重
不
遷
、
有
似
於
山
、

故
樂
山
。
動
靜
以
體
言
、
樂
壽
以
效
言
也
。
動
而
不
括
故
樂
、
靜
而
有
常
故
壽
。
○
程

子
曰
、
非
體
仁
知
之
深
者
、
不
能
如
此
形
容
之
。

第
二
十
二
章

子
曰
、
齊
一
變
、
至
於
魯
。
魯
一
變
、
至
於
道
。

（「
斉
」
は
、
最
初
の
太
公
か
ら
既
に
功
を
重
ん
じ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
桓
公
管

仲
の
時
期
に
な
っ
て
「
覇
政
」（
つ
ま
り
諸
侯
の
長
と
し
て
の
覇
者
に
な
る
為
の

政
治
政
策
）
が
行
わ
れ
て
太
公
の
残
っ
た
法
令
や
制
度
が
尽
く
乱
さ
れ
た
の
で
あ

る
。「
魯
」
は
、
周
公
の
残
っ
た
制
度
の
大
綱
が
ま
だ
存
し
て
い
て
法
令
や
制
度

も
大
き
く
改
変
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
た
だ
そ
の
制
度
や
法
令
に
は
壊
廃
し
て

欠
落
し
た
と
こ
ろ
が
多
い
。「
斉
一
変
せ
ば
」
と
は
、「
功
利
変
了
、
便
能
至
魯
。」

と
あ
り
、
つ
ま
り
、「
功
利
を
重
ん
ず
る
風
俗
が
変
わ
れ
ば
」
の
意
で
あ
る
。「
魯

一
変
せ
ば
」
と
は
、「
変
魯
、
只
是
扶
衰
振
弱
而
已
。」
と
あ
り
、
つ
ま
り
、「「
典

章
」（
つ
ま
り
、
典
謨
訓
誥
の
文
、
礼
楽
制
度
、
名
物
度
数
、
な
ど
の
法
令
や
制
度
）

の
そ
の
壊
廃
し
て
欠
落
し
た
部
分
を
修
復
し
て
そ
の
衰
弱
の
現
状
を
変
え
れ
ば
」

の
意
で
あ
る
。「
道
」
と
は
、
こ
こ
で
は
、「
王
道
」「
仁
政
」
の
こ
と
で
あ
り
、

つ
ま
り
、民
心
を
得
る
こ
と
を
根
本
と
す
る
政
治
政
策
を
「
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
」

（
つ
ま
り
人
が
苦
し
ん
で
い
る
の
を
見
過
ご
せ
な
い
気
持
ち
）
で
行
う
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。）
孔
子
が
言
わ
れ
た
。「
斉
国
は
（
そ
の
功
利
を
重
ん
ず
る
風
俗
が
）

変
わ
れ
ば
、
魯
国
（
の
状
態
）
に
な
れ
る
の
だ
。
魯
国
は
（
周
公
の
残
っ
た
制
度

や
法
令
の
そ
の
壊
廃
し
て
欠
落
し
た
部
分
を
修
復
す
る
こ
と
で
そ
の
衰
弱
の
現
状

を
）
変
え
れ
ば
、「
道
」
に
至
る
の
だ
（
つ
ま
り
、「
王
道
」「
仁
政
」
が
実
施
さ

れ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
）。」
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集
注
：

　

孔
子
の
時
、
斉
国
の
風
俗
は
「
功
利
に
急
に
し
、
夸
詐
を
喜
ぶ
」（「
斉
一
変
至
於
魯
、

是
他
功
利
俗
深
。
管
仲
称
霸
、
斉
法
壊
尽
、
功
利
自
此
盛
。
然
太
公
治
斉
尚
功
時
、
便

有
些
小
気
象
、
尚
未
見
得
、
只
被
管
仲
大
段
壊
了
。」『
漢
書
』
韓
彭
英
盧
呉
伝
「
斉
夸

詐
多
変
、
反
覆
之
国
」、
つ
ま
り
、
功
利
を
重
ん
じ
、
大
言
を
吐
い
て
偽
る
こ
と
を
好
む
、

と
い
う
こ
と
）、
こ
れ
は
「
覇
政
」（「
斉
生
得
桓
公
管
仲
出
来
、
它
要
九
合
諸
侯
、
一
匡

天
下
、
其
勢
必
至
変
太
公
之
法
。
不
変
、
便
做
不
得
這
事
」、
つ
ま
り
、
諸
侯
の
長
と
し

て
の
覇
者
に
な
る
為
の
政
治
政
策
）の
残
っ
て
い
る
俗
習
で
あ
る
。魯
国
は
、「
礼
教
」（「
周

公
治
魯
、
親
親
而
尊
尊
、
孔
子
曰
、
後
世
寖
微
矣
。」「
蓋
尊
尊
親
親
、
礼
之
常
也
。
然

或
尊
者
親
者
未
必
賢
、
則
必
進
疏
遠
之
賢
而
用
之
。」「
問
、
喪
祭
之
礼
、
至
周
公
然
後
備
。

夏
商
而
上
、
想
甚
簡
略
。
曰
、
然
。
親
親
長
長
、
貴
貴
尊
賢
。
夏
商
而
上
、
大
概
只
是

親
親
長
長
之
意
。
到
得
周
来
則
又
添
得
許
多
貴
貴
底
礼
数
。」「
孝
弟
行
於
家
、
而
後
仁

愛
及
於
物
、
所
謂
親
親
而
仁
民
也
。」「
尊
者
、
恭
敬
奉
持
之
意
。」『
史
記
』「
吾
聞
殷
道

親
親
、
周
道
尊
尊
。」
索
隠
「
殷
人
尚
質
、
親
親
、
謂
親
其
弟
而
授
之
。
周
人
尚
文
、
尊
尊
、

謂
尊
祖
之
正
体
。
故
立
其
子
、
尊
其
祖
也
」、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、「
親
親
」（
つ
ま
り

家
族
を
愛
す
る
こ
と
）
の
礼
、「
尊
尊
」（
つ
ま
り
先
祖
を
慎
み
敬
う
こ
と
）
の
礼
、
等
々

の
礼
の
教
化
）
を
重
ん
じ
、「
信
」（「
信
者
、
言
之
有
実
也
。」「
信
、
謂
誠
意
惻
怛
而
人

信
之
也
。」「
信
、誠
也
。」『
論
語
集
注
』
学
而
「
信
近
於
義
、言
可
復
也
。」
朱
子
注
「
信
、

約
信
也
。
義
者
、
事
之
宜
也
。
復
、
践
言
也
。
…
。
言
約
信
而
合
其
宜
、
則
言
必
可
践
矣
」、

つ
ま
り
、
誠
実
で
あ
っ
て
、
約
束
し
た
こ
と
を
必
ず
履
行
し
、
人
か
ら
信
用
さ
れ
る
、

と
い
う
こ
と
）「
義
」（「
義
者
、
事
之
宜
也
。」「
義
者
、
天
理
之
所
宜
。」「
義
者
、
人
心

之
裁
制
。」「
集
義
、
猶
言
積
善
、
蓋
欲
事
事
皆
合
於
義
也
。」「
義
者
行
事
之
宜
、
謂
之

人
路
、
則
可
以
見
其
為
出
入
往
来
必
由
之
道
、
而
不
可
須
臾
舍
矣
。」『
中
庸
』「
義
者
宜

也
。」
朱
子
注
「
宜
者
、
分
別
事
理
、
各
有
所
宜
也
」、
つ
ま
り
、
事
に
お
い
て
あ
ら
ゆ

る
事
が
皆
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
理
」（
つ
ま
り
性
質
）
に
合
う
よ
う
に
適
宜
に
扱
う
、
と

い
う
こ
と
）
を
崇
め
、
ま
だ
「
先
王
の
遺
風
」（
つ
ま
り
先
王
の
「
仁
政
」
の
残
っ
て
い

る
風
俗
）
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
「
人
亡
び
政
息
み
」（『
中
庸
』「
其
人
存
、
則
其

政
挙
。
其
人
亡
、
則
其
政
息
。」
朱
子
注
「
息
、
猶
滅
也
。
有
是
君
、
有
是
臣
、
則
有
是

政
矣
」、
つ
ま
り
、
そ
の
政
治
政
策
を
行
っ
て
い
た
君
主
と
臣
下
が
亡
く
な
っ
て
そ
の
政

治
政
策
も
途
切
れ
て
）、「
廃
墜
」（「
魯
却
不
曽
変
壊
、
但
典
章
廃
墜
而
已
。
若
得
人
以

修
挙
之
、
則
可
以
如
王
道
盛
時
也
。」「
周
礼
是
周
公
遺
典
也
。」「
只
言
周
衰
之
時
、
文

武
之
典
章
、
人
尚
伝
誦
得
在
、
未
至
淪
没
。」「
殊
不
知
孔
子
之
時
接
乎
三
代
、
有
許
多

典
謨
訓
誥
之
文
、
有
許
多
礼
楽
法
度
、
名
物
度
数
、
数
聖
人
之
典
章
皆
在
於
是
、
取
而

纘
述
、
方
做
得
這
箇
家
具
成
。」「
法
度
、
礼
楽
制
度
皆
是
也
。」『
論
語
集
注
』
泰
伯
「
煥

乎
、
其
有
文
章
。」
朱
子
注
「
文
章
、
礼
楽
法
度
也
」、
つ
ま
り
、「
典
章
」（
つ
ま
り
、

典
謨
訓
誥
の
文
、
礼
楽
制
度
、
名
物
度
数
、
な
ど
の
法
令
や
制
度
）
が
壊
廃
し
て
欠
落

す
る
こ
と
）
を
免
れ
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。「
道
」
は
、「
先
王
の
道
」（「
先
王
之
道
、

仁
政
是
也
。」「
魯
却
不
曽
変
壊
、
但
典
章
廃
墜
而
已
。
若
得
人
以
修
挙
之
、
則
可
以
如

王
道
盛
時
也
。」「
又
云
、
管
仲
非
不
尊
周
攘
夷
、
如
何
不
是
王
道
。
只
是
功
利
駁
雑
其

心
耳
。」「
王
道
以
得
民
心
為
本
。」『
孟
子
集
注
』
梁
恵
王
上
「
斉
宣
王
問
曰
、
斉
桓
、

晋
文
之
事
可
得
聞
乎
。」
朱
子
注
「
此
章
言
人
君
当
黜
霸
功
、
行
王
道
。
而
王
道
之
要
、

不
過
推
其
不
忍
之
心
、
以
行
不
忍
之
政
而
已
。
斉
王
非
無
此
心
、
而
奪
於
功
利
之
私
、

不
能
擴
充
以
行
仁
政
」、
こ
こ
で
は
、「
王
道
」
で
あ
り
、「
覇
政
」
に
対
し
て
の
「
仁
政
」

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
民
心
を
得
る
こ
と
を
根
本
と
す
る
政
治
政
策
を
「
人
に
忍
び
ざ
る
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の
心
」（
つ
ま
り
人
が
苦
し
ん
で
い
る
の
を
見
過
ご
せ
な
い
気
持
ち
）
で
行
う
、
と
い
う

こ
と
）
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
こ
う
で
あ
る
。「
二
国
の
政
俗
に
美
悪
有
り
、
故
に
其
の

変
じ
て
道
に
之
く
に
難
易
有
り
。」（「
斉
経
小
白
、
法
度
尽
壊
。」「
問
、
斉
尚
功
利
、
如

何
一
変
便
能
至
魯
。
曰
、
功
利
変
了
、
便
能
至
魯
。
魯
只
是
大
綱
好
、
然
裏
面
遺
闕
処

也
多
。」「
斉
自
太
公
初
封
、
已
自
做
得
不
大
段
好
。
至
後
桓
公
管
仲
出
来
、
乃
大
変
乱

拆
壊
一
番
。
魯
雖
是
衰
弱
不
振
、
元
旧
底
却
不
大
段
改
換
。
欲
変
斉
、
則
須
先
整
理
了

已
壊
底
了
、
方
始
如
魯
、
方
可
以
整
頓
起
来
、
這
便
隔
了
一
重
。
変
魯
、
只
是
扶
衰
振

弱
而
已
。
若
論
魯
、
如
左
傳
所
載
、
有
許
多
不
好
事
、
只
是
恰
不
曽
被
人
拆
壊
。
恰
似

一
間
屋
、
魯
只
如
旧
弊
之
屋
、
其
規
模
只
在
、
斉
則
已
経
拆
壊
了
。
這
非
独
是
聖
人
要

如
此
損
益
、
亦
是
道
理
合
当
如
此
」、
つ
ま
り
、
斉
国
の
場
合
は
、
最
初
の
太
公
か
ら
既

に
功
を
重
ん
じ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
桓
公
管
仲
の
時
期
に
な
っ
て
太
公
の
残
っ
た
法
令

や
制
度
が
尽
く
乱
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
魯
国
の
場
合
は
、
周
公
が
制
定
し
た
制
度

の
大
綱
が
ま
だ
存
し
て
い
て
法
令
や
制
度
も
大
き
く
改
変
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
た

だ
そ
の
「
典
章
」
に
は
壊
廃
し
て
欠
落
し
た
と
こ
ろ
が
多
い
。
斉
国
と
魯
国
の
状
況
が

違
う
か
ら
、
そ
の
状
況
を
変
え
て
「
道
」
に
至
ら
せ
る
（
つ
ま
り
「
王
道
」「
仁
政
」
が

実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
）
の
が
難
易
度
に
差
が
あ
る
、と
い
う
こ
と
。）
程
子
（
前

出
）
が
言
っ
た
。「
孔
子
の
時
、
斉
は
強
国
で
、
魯
は
弱
国
で
あ
り
、
誰
も
が
斉
は
魯
よ

り
勝
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
し
か
し
魯
で
は
周
公
の
残
っ
た
法
令
や
制
度

を
ま
だ
保
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
斉
国
は
、
桓
公
の
「
霸
政
」
に
よ
り
、「
簡
に
従
ひ

功
を
尚
ぶ
」（「
問
、
伊
川
謂
、
斉
自
桓
公
之
霸
、
太
公
遺
法
変
易
尽
矣
。
魯
猶
存
周
公

之
法
制
。
看
来
魯
自
桓
公
以
来
、
閨
門
無
度
、
三
君
見
弑
、
三
家
分
裂
公
室
、
昭
公
至

於
客
死
、
以
至
不
視
朔
、
不
朝
聘
、
與
夫
稅
畝
、
丘
甲
、
用
田
賦
、
変
乱
如
此
、
豈
得

是
周
公
法
制
猶
存
乎
。
曰
、
斉
魯
初
来
気
象
、
已
自
不
同
。
看
太
公
自
是
與
周
公
別
。

到
桓
公
管
仲
出
来
、
又
不
能
遵
守
斉
之
初
政
、
却
全
然
変
易
了
、
一
向
尽
在
功
利
上
。

魯
却
只
是
放
倒
了
、
畢
竟
先
世
之
遺
意
尚
存
。
如
哀
公
用
田
賦
、
猶
使
人
来
問
孔
子
。

他
若
以
田
賦
為
是
、
更
何
暇
問
。
惟
其
知
得
前
人
底
是
、
所
以
来
問
。
若
桓
公
管
仲
却

無
這
意
思
、
自
道
他
底
是
了
、
一
向
做
去
不
顧
」、
つ
ま
り
、
煩
瑣
な
礼
に
従
わ
ず
功
利

を
重
ん
じ
る
、
と
い
う
こ
と
）
の
政
治
を
行
っ
て
、
太
公
の
残
っ
た
政
治
制
度
は
尽
く

変
更
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
、
変
わ
れ
ば
魯
国
の
状
態
に
は
な
れ
る
の
で
あ
る
。

魯
は
、「
廃
墜
を
修
め
挙
ぐ
る
」（
つ
ま
り
「
典
章
」
の
そ
の
壊
廃
し
て
欠
落
し
た
部
分

を
修
復
す
る
）
だ
け
だ
か
ら
、
変
わ
れ
ば
「
先
王
の
道
」
に
至
る
（
つ
ま
り
「
仁
政
」

が
実
施
さ
れ
る
）
の
で
あ
る
。」
私
が
思
う
に
は
、
両
国
の
風
俗
の
こ
と
、
た
だ
孔
子
だ

け
が
そ
れ
を
変
え
ら
れ
る
の
だ
が
、試
み
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
「
斉
、

一
変
せ
ば
、
魯
に
至
ら
ん
。
魯
、
一
変
せ
ば
、
道
に
至
ら
ん
。」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
考

え
れ
ば
、
そ
の
「
施
為
緩
急
の
序
」（「
問
、
施
為
緩
急
之
序
、
如
何
。
曰
、
斉
変
只
至

於
魯
、
魯
変
便
可
至
道
。
問
、
如
此
則
是
斉
変
為
緩
、
而
魯
変
為
急
否
。
曰
、
亦
不
必

恁
分
。
如
変
斉
、
則
至
魯
在
所
急
、
而
至
道
在
所
緩
。
至
魯
、
則
成
箇
樸
子
、
方
就
上

出
光
采
。」「
読
斉
魯
之
変
一
章
、
曰
、
各
有
緩
急
。
如
斉
功
利
之
習
、
若
不
速
革
、
而

便
欲
行
王
化
、
魯
之
不
振
、
若
不
與
之
整
頓
、
而
却
理
会
其
功
利
之
習
、
便
是
失
其
緩

急
之
序
」、
つ
ま
り
、
魯
国
は
た
だ
「
典
章
」
の
そ
の
壊
廃
し
て
欠
落
し
た
部
分
を
修
復

す
る
だ
け
で
よ
い
の
だ
が
、
斉
国
は
功
利
を
重
ん
じ
る
風
習
を
変
え
て
ま
ず
魯
の
状
態

に
至
ら
せ
る
こ
と
を
急
ぐ
必
要
が
あ
る
、
こ
う
い
う
緩
急
の
順
序
）
は
、
ま
た
ほ
ぼ
知

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
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孔
子
之
時
、
齊
俗
急
功
利
、
喜
夸
詐
、
乃
霸
政
之
餘
習
。
魯
則
重
禮
教
、
崇
信
義
、

猶
有
先
王
之
遺
風
焉
、
但
人
亡
政
息
、
不
能
無
廢
墜
爾
。
道
、
則
先
王
之
道
也
。
言
二

國
之
政
俗
有
美
惡
、
故
其
變
而
之
道
有
難
易
。
○
程
子
曰
、
夫
子
之
時
、
齊
強
魯
弱
、

孰
不
以
為
齊
勝
魯
也
、
然
魯
猶
存
周
公
之
法
制
。
齊
由
桓
公
之
霸
、
為
從
簡
尚
功
之
治
、

太
公
之
遺
法
變
易
盡
矣
、
故
一
變
乃
能
至
魯
。
魯
則
修
舉
廢
墜
而
已
、
一
變
則
至
於
先

王
之
道
也
。
愚
謂
二
國
之
俗
、
惟
夫
子
為
能
變
之
而
不
得
試
。
然
因
其
言
以
考
之
、
則

其
施
為
緩
急
之
序
、
亦
畧
可
見
矣
。

第
二
十
三
章

子
曰
、
觚
不
觚
、
觚
哉
、
觚
哉
。

（「
觚
」
は
、
角
、
つ
ま
り
、
器
具
の
と
が
っ
た
と
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

「
酒
器
」
や
「
花
瓶
」
や
「
木
簡
」
の
角
が
そ
れ
で
あ
る
。「
觚
な
ら
ず
」
と
は
、

本
来
そ
の
製
造
さ
れ
る
器
具
に
と
が
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
い
ま

は
そ
の
製
造
規
格
に
従
わ
ず
そ
の
器
具
が
丸
く
（
つ
ま
り
と
が
っ
た
と
こ
ろ
が
な

い
も
の
に
）
製
造
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。）
孔
子
が
言
わ
れ
た
。「（
器

具
の
そ
の
と
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
「
觚
」
と
言
う
が
、い
ま
頃
の
器
具
の
）「
觚
」

は
、
と
が
っ
て
い
な
い
。（
そ
れ
で
も
）「
觚
」
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。（
そ
れ

で
も
）「
觚
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。」

集
注
：

　
「
觚
」
は
、「
孤
」
と
発
音
す
る
。「
觚
」
は
、「
棱
」（「
角
」、
つ
ま
り
、
と
が
っ
た
と

こ
ろ
の
こ
と
）
で
あ
り
、「
酒
器
」
と
言
う
人
も
い
れ
ば
、「
木
簡
」
と
い
う
人
も
い
る
が
、

ど
れ
も
器
具
に
「
棱
」
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。「
觚
な
ら
ず
」
と
は
、
思
う
に
、
当
時
で

は
「
其
の
制
を
失
ひ
て
棱
を
為
ら
ざ
る
な
り
。」（「
古
人
之
器
多
有
觚
。
如
酒
器
、
便
如

今
花
瓶
中
間
有
八
角
者
。
木
簡
是
界
方
而
六
面
、
即
漢
所
謂
操
觚
之
士
者
也
。
今
淮
上

無
紙
、
亦
用
木
寫
字
、
教
小
児
読
、
但
却
円
了
、
所
謂
觚
不
觚
。
古
人
所
以
恁
地
方
時
、

緣
是
頓
得
穏
」、
つ
ま
り
、
本
来
そ
の
製
造
さ
れ
る
器
具
に
と
が
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
も

の
で
あ
る
が
、
い
ま
は
そ
の
製
造
規
格
に
従
わ
ず
そ
の
器
具
が
丸
く
（
つ
ま
り
と
が
っ

た
と
こ
ろ
が
な
い
も
の
に
）
製
造
さ
れ
た
の
で
あ
る
。）「
觚
哉
觚
哉
」（
觚
な
ら
ん
や
、

觚
な
ら
ん
や
）
は
、「
觚
と
為
す
を
得
ざ
る
を
言
ふ
な
り
。」（「
伊
川
范
氏
謂
不
合
法
制
、

呂
氏
楊
氏
謂
失
其
名
、
其
実
一
也
。
失
其
制
、
則
失
其
名
可
知
矣
」、
つ
ま
り
、「
觚
」

の
製
造
規
格
を
守
っ
て
「
觚
」
を
作
ら
な
け
れ
ば
、「
觚
」
と
い
う
名
を
失
う
、
と
い
う

こ
と
。）
程
子
（
前
出
）
が
言
っ
た
。「「
觚
」
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
形
の
規
格
を
失
っ
た

の
で
あ
れ
ば
、「
觚
」
で
は
な
い
の
だ
。
こ
の
一
つ
の
器
具
を
挙
げ
て
、
天
下
の
物
は
こ

う
で
は
な
い
も
の
は
な
い
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
君
に
し
て
其
の
君
の
道

を
失
へ
ば
、
則
ち
君
な
ら
ず
と
為
す
。
臣
に
し
て
其
の
臣
の
職
を
失
へ
ば
、
則
ち
虛
位

と
為
す
。」（「
君
有
君
之
道
、
臣
有
臣
之
道
。
徳
便
是
箇
行
道
底
。
故
為
君
主
於
仁
、
為

臣
主
於
敬
。
仁
敬
可
喚
做
徳
、
不
可
喚
做
道
。」「
為
君
当
知
為
君
之
道
、
不
可
不
使
臣

以
礼
、
為
臣
当
尽
為
臣
之
道
、
不
可
不
事
君
以
忠
。
君
臣
上
下
両
尽
其
道
、
天
下
其
有

不
治
者
哉
」、
つ
ま
り
、
君
主
で
あ
り
な
が
ら
「
仁
」
の
徳
を
失
っ
て
臣
下
に
「
礼
」
を

も
っ
て
接
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
君
主
で
は
な
い
と
言
え
る
の
だ
。
臣
で
あ
り
な
が
ら

「
忠
」（「
尽
己
之
謂
忠
」、
つ
ま
り
、
自
分
の
力
を
尽
く
す
こ
と
）
を
も
っ
て
君
主
に
仕

え
る
の
で
な
け
れ
ば
、「
虚
位
」（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
臣
で
は
な
い
）
と
言
え
る
の
で
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あ
る
、
と
い
う
こ
と
。）」
范
氏
（
前
出
）
が
言
っ
た
。「
人
間
で
あ
り
な
が
ら
「
仁
」
で

な
け
れ
ば
人
間
で
は
な
い
。
国
で
あ
り
な
が
ら
治
ま
ら
な
け
れ
ば
国
で
は
な
い
。」

　

觚
、
音
孤
。
○
觚
、
棱
也
、
或
曰
酒
器
、
或
曰
木
簡
、
皆
器
之
有
棱
者
也
。
不
觚
者
、

蓋
當
時
失
其
制
而
不
為
棱
也
。
觚
哉
觚
哉
、
言
不
得
為
觚
也
。
○
程
子
曰
、
觚
而
失
其

形
制
、
則
非
觚
也
。
舉
一
器
、
而
天
下
之
物
莫
不
皆
然
。
故
君
而
失
其
君
之
道
、
則
為

不
君
。
臣
而
失
其
臣
之
職
、
則
為
虛
位
。
范
氏
曰
、
人
而
不
仁
則
非
人
、
國
而
不
治
則

不
國
矣
。

第
二
十
四
章

宰
我
問
曰
、
仁
者
、
雖
告
之
曰
、
井
有
仁
焉
。
其
從
之
也
。
子
曰
、
何
為
其
然
也
。

君
子
可
逝
也
、
不
可
陷
也
。
可
欺
也
、
不
可
罔
也
。

（「
宰
我
」
は
、「
宰
我
、
孔
子
弟
子
、
名
予
。」『
史
記
』
仲
尼
弟
子
列
伝
「
宰
予
、

字
子
我
。」
と
あ
り
、
つ
ま
り
、
孔
子
弟
子
の
宰
予
で
あ
る
。）
宰
我
が
お
尋
ね
し

た
。「
仁
者
は
、
井
戸
に
人
が
落
ち
た
、
と
告
げ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も

そ
の
井
戸
に
落
ち
た
人
の
後
に
つ
い
て
井
戸
に
入
る
の
で
す
か
。」
孔
子
は
言
わ

れ
た
。「
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
君
子
は
、
救
い
に
行
か

さ
れ
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
井
戸
に
落
と
し
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
道
理
に
適

う
こ
と
で
騙
さ
れ
も
す
る
が
、
道
理
に
外
れ
た
こ
と
で
く
ら
ま
す
こ
と
は
決
し
て

で
き
な
い
の
だ
。」

（「
問
、
可
欺
是
継
可
逝
而
言
、
不
可
罔
是
継
不
可
陷
而
言
否
。
曰
、
也
是
如
此
。

但
可
逝
不
可
陷
、
是
就
這
一
事
説
。
可
欺
不
可
罔
、
是
総
説
。
不
特
此
事
如
此
、

他
事
皆
然
。」
と
あ
り
、
朱
子
は
、「
欺
く
可
き
も
、
罔
（
し
）
ふ
可
か
ら
ざ
る
な

り
」
は
、
た
だ
こ
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
こ
と
も
皆
そ
う
だ
。
と
説
明
し

て
い
る
。）

集
注
：

　
「
劉
聘
君
」（『
論
語
集
注
補
正
述
疏
』「
劉
聘
君
者
、
勉
之
也
。
宋
史
隱
逸
伝
称
焉
。

聘
君
、猶
徵
君
、以
其
為
天
子
所
徵
聘
也
。」『
朱
子
年
譜
』
紹
興
十
三
年
癸
亥
十
四
歳
「
稟

学
於
劉
屏
山
、
劉
草
堂
、
胡
籍
渓
、
三
先
生
之
門
」、
つ
ま
り
、
劉
勉
之
（
劉
草
堂
）
の

こ
と
、少
年
時
の
朱
子
が
師
事
し
て
い
た
三
人
の
先
生
の
一
人
で
あ
る
）が
言
っ
た
。「「
仁

有
り
」
の
「
仁
」
は
「
人
」
に
作
る
べ
き
で
あ
る
。」
い
ま
は
こ
の
説
に
従
う
。「
從
」

と
は
、
井
戸
に
落
ち
た
人
の
後
に
つ
い
て
井
戸
に
入
っ
て
人
を
救
う
こ
と
で
あ
る
。「
宰

我
道
を
信
ず
る
こ
と
篤
か
ら
ず
し
て
、
仁
を
為
す
の
害
に
陥
る
を
憂
ふ
。
故
に
此
の
問

ひ
有
り
。」（「
叔
器
曰
、
宰
我
只
知
有
箇
公
共
底
道
理
、
却
不
知
有
義
。
曰
、
不
惟
不
暁
義
、

也
不
暁
那
智
了
。
若
似
他
説
、
却
只
是
箇
獃
人
。
因
云
、
宰
我
見
聖
人
之
行
、
聞
聖
人

之
言
、
却
尚
有
這
般
疑
、
是
怎
生
地
。
緣
自
前
無
人
説
這
箇
物
事
、
到
夫
子
方
説
出
来
、

所
以
時
下
都
討
頭
不
著
。
似
而
今
学
者
時
、
便
無
這
般
疑
了
。
叔
器
又
云
、
聖
人
只
説

下
学
、
不
説
上
達
、
所
以
学
者
不
暁
。
曰
、
這
也
無
難
暁
処
。
這
未
是
説
到
那
性
命
之

微
処
、
只
是
宰
我
鈍
。
如
子
貢
便
是
箇
暁
了
通
達
底
、
所
以
説
従
那
高
遠
処
去
」、
つ
ま
り
、

宰
我
は
「
道
」（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、
孔
子
の
教
え
）
を
篤
く
信
じ
て
い
な
く
て
、「
仁
」

を
行
う
為
に
人
に
陥
れ
ら
れ
る
こ
と
を
心
配
し
て
、
そ
こ
で
こ
の
質
問
を
し
た
、
と
い

う
こ
と
。
宰
我
は
た
だ
「
鈍
」（「
又
如
魯
鈍
底
人
、
思
一
両
番
不
得
、
第
三
四
番
思
得
之
、
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無
定
。」「
曰
、
魯
、
自
與
不
及
不
相
似
。
魯
是
質
樸
渾
厚
意
思
、
只
是
鈍
。
不
及
底
恰

似
一
箇
物
事
欠
了
些
子
」、「
魯
鈍
」、
つ
ま
り
質
朴
敦
厚
）
で
あ
り
、「
獃
人
」（
つ
ま
り
、

愚
人
）
で
は
な
い
。）「
逝
」
は
、
救
い
に
行
か
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
陷
」
は
、
井
戸

に
落
と
し
込
む
こ
と
で
あ
る
。「
欺
は
、
之
を
誑
く
に
理
の
有
る
所
を
以
て
す
る
を
謂
ふ
。

罔
は
、之
を
昧
ま
す
に
理
の
無
き
所
を
以
て
す
る
を
謂
ふ
。」（『
孟
子
集
注
』
万
章
上
「
故

君
子
可
欺
以
其
方
、
難
罔
以
非
其
道
。」
朱
子
注
「
方
、
亦
道
也
。
罔
、
蒙
蔽
也
。
欺
以

其
方
、
謂
誑
之
以
理
之
所
有
。
罔
以
非
其
道
、
謂
昧
之
以
理
之
所
無
」、
つ
ま
り
、「
欺
」

は
、「
理
」
に
適
う
こ
と
を
も
っ
て
欺
く
こ
と
で
あ
る
。「
罔
」
は
、「
理
」
に
外
れ
た
こ

と
を
も
っ
て
く
ら
ま
す
、
と
い
う
こ
と
。）
思
う
に
、
自
身
が
井
戸
の
外
に
い
て
、
は
じ

め
て
井
戸
の
中
に
い
る
人
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
も
し
も
（
そ
の
井
戸
に
落
ち

た
人
の
後
に
）
つ
い
て
井
戸
に
入
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
反
っ
て
そ
の
人
を
救
う
こ
と
が

で
き
な
い
の
だ
。
こ
の
道
理
は
極
め
て
明
白
で
、
人
々
の
分
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
。

仁
者
は
、
人
を
救
う
こ
と
を
切
に
思
っ
て
そ
の
自
身
の
こ
と
を
忘
れ
る
ほ
ど
と
は
言
え
、

し
か
し
こ
れ
ほ
ど
愚
か
な
こ
と
を
す
る
は
ず
は
な
い
の
だ
。

　

劉
聘
君
曰
、
有
仁
之
仁
當
作
人
、
今
從
之
。
從
、
謂
隨
之
於
井
而
救
之
也
。
宰
我
信

道
不
篤
、
而
憂
為
仁
之
陷
害
、
故
有
此
問
。
逝
、
謂
使
之
往
救
。
陷
、
謂
陷
之
於
井
。
欺
、

謂
誑
之
以
理
之
所
有
。
罔
、
謂
昧
之
以
理
之
所
無
。
蓋
身
在
井
上
、
乃
可
以
救
井
中
之
人
。

若
從
之
於
井
、
則
不
復
能
救
之
矣
。
此
理
甚
明
、
人
所
易
曉
、
仁
者
雖
切
於
救
人
而
不

私
其
身
、
然
不
應
如
此
之
愚
也
。

第
二
十
五
章

子
曰
、
君
子
博
學
於
文
、
約
之
以
禮
、
亦
可
以
弗
畔
矣
夫
。

（「
博
く
学
ぶ
」
は
、「
致
知
」、
つ
ま
り
事
々
物
々
の
「
理
」（
つ
ま
り
性
質
）
を

知
り
尽
く
す
こ
と
で
あ
る
。「
文
」
は
、
た
だ
詩
や
書
や
六
芸
の
礼
楽
射
御
書
数

だ
け
で
な
く
、目
の
前
の
事
々
物
々
の
「
理
」
も
含
ん
で
言
う
も
の
で
あ
る
。「
約
」

は
、
一
つ
の
と
こ
ろ
に
集
約
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
礼
」
は
、
こ
こ
で
は
、
つ
ま

り
「
理
」
の
こ
と
で
あ
る
。）
孔
子
が
言
わ
れ
た
。「
君
子
は
、
広
く
「
文
」
を
学

び
、
そ
れ
（
つ
ま
り
そ
の
学
ん
だ
こ
と
）
を
「
礼
」
で
集
約
す
れ
ば
、（「
道
」（
こ

こ
で
は
、
つ
ま
り
「
理
」）
に
）
背
か
な
い
で
お
れ
る
の
だ
な
あ
。」

集
注
：

　
「
夫
」
は
、「
扶
」
と
発
音
す
る
（
つ
ま
り
、
詠
嘆
の
「
～
だ
な
あ
」
の
意
）。「
約
」
は
、

「
要
」（「
問
、
博
学
於
文
、
約
之
以
礼
。
曰
、
礼
是
帰
宿
処
。
凡
講
論
問
辨
、
亦
只
是
要

得
箇
正
当
道
理
而
有
所
帰
宿
爾
」、
こ
こ
で
は
、「
帰
宿
」、
つ
ま
り
一
つ
の
と
こ
ろ
に
集

約
す
る
こ
と
）
で
あ
る
。「
畔
」
は
、
背
く
こ
と
で
あ
る
。「
君
子
学
ぶ
に
其
の
博
き
を

欲
す
、
故
に
文
に
於
て
考
へ
ざ
る
こ
と
無
し
。」（「
博
文
是
多
聞
、
多
見
、
多
読
。」「
国

秀
問
、
博
文
約
礼
。
曰
、
如
講
明
義
理
、
礼
楽
射
御
書
数
之
類
、
一
一
著
去
理
会
。
学

須
博
、求
尽
這
箇
道
理
。」「
行
夫
問
、博
文
約
礼
。
曰
、博
文
條
目
多
、事
事
著
去
理
会
。」

「
問
、
博
学
於
文
、
文
謂
詩
書
六
芸
之
文
否
。
曰
、
詩
書
六
芸
、
固
文
之
顕
然
者
。
如
眼

前
理
会
道
理
、
及
於
所
為
所
行
処
審
別
是
否
、
皆
是
」、
つ
ま
り
、
君
子
は
、
学
び
に
お

い
て
は
博
学
を
求
め
よ
う
と
す
る
か
ら
、「
文
」（
こ
こ
で
は
、
た
だ
詩
や
書
や
六
芸
の
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礼
楽
射
御
書
数
だ
け
で
な
く
、
目
の
前
の
事
々
物
々
の
「
理
」
も
含
む
）
に
つ
い
て
考

究
し
な
い
も
の
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
。）「
守
る
に
其
の
要
を
欲
す
、
故
に
其
の
動
き

必
ず
礼
を
以
て
す
。」（「
若
是
約
、
則
不
用
得
許
多
説
話
、
只
守
這
一
箇
礼
。
日
用
之
間
、

礼
者
便
是
、
非
礼
者
便
不
是
。」「
礼
却
只
是
一
箇
道
理
、
如
視
也
是
這
箇
礼
、
聴
也
是

這
箇
礼
、言
也
是
這
箇
礼
、動
也
是
這
箇
礼
。
若
博
文
而
不
約
之
以
礼
、便
是
無
帰
宿
処
。」

「
若
非
礼
勿
視
等
処
、
方
是
約
之
以
礼
」、
つ
ま
り
、
守
る
こ
と
に
お
い
て
は
そ
の
「
要
」

（
つ
ま
り
一
つ
の
と
こ
ろ
に
集
約
す
る
こ
と
）
を
求
め
よ
う
と
す
る
か
ら
、
そ
の
行
い
は

必
ず
「
礼
」（「
礼
却
只
是
一
箇
道
理
」、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、「
理
」（
つ
ま
り
事
物
の

性
質
）
の
こ
と
）
に
基
づ
く
、
と
い
う
こ
と
。）「
此
く
の
如
く
な
れ
ば
、
則
ち
以
て
道

に
背
か
ざ
る
可
し
。」（「
博
学
於
文
、
考
究
時
自
是
頭
項
多
。
到
得
行
時
、
却
只
是
一
句
、

所
以
為
約
。
若
博
学
而
不
約
之
以
礼
、
安
知
不
畔
於
道
。
徒
知
要
約
而
不
博
学
、
則
所

謂
約
者
、
未
知
是
與
不
是
、
亦
或
不
能
不
畔
於
道
也
。」「
如
読
書
、
読
詩
、
学
易
、
学

春
秋
、
各
自
有
一
箇
頭
緒
。
若
只
去
許
多
條
目
上
做
工
夫
、
自
家
身
己
都
無
帰
著
、
便

是
離
畔
於
道
也
。」「
博
文
約
礼
、
聖
門
之
要
法
。
博
文
所
以
験
諸
事
、
約
礼
所
以
体
諸
身
。

如
此
用
工
、
則
博
者
可
以
択
中
而
居
之
不
偏
、
約
者
可
以
応
物
而
動
皆
有
則
。
如
此
、

則
内
外
交
相
助
、
而
博
不
至
於
汎
濫
無
帰
、
約
不
至
於
流
遁
失
中
矣
」、
つ
ま
り
、
事
々

物
々
の
「
理
」
を
考
究
し
て
、
行
い
が
「
理
」
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば
、「
道
」（
つ
ま
り
、

「
理
」）
に
背
か
な
い
で
お
れ
る
、
と
い
う
こ
と
。）
程
子
（
前
出
）
が
言
っ
た
。「「
博
く

文
を
学
び
て
之
を
約
す
る
に
礼
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
、
必
ず
汗
漫
に
至
る
。」（「
問
、
博
文

不
約
礼
、
必
至
於
汗
漫
、
如
何
。
曰
、
博
文
而
不
約
礼
、
只
是
徒
看
得
許
多
、
徒
記
得

許
多
、
無
帰
宿
処
」、
つ
ま
り
、
博
学
し
て
「
礼
」（
つ
ま
り
「
理
」）
で
集
約
し
な
け
れ
ば
、

必
ず
「
汗
漫
」（「
只
是
徒
看
得
許
多
、
徒
記
得
許
多
」、
つ
ま
り
、
た
だ
無
駄
に
多
く
書

を
読
み
、
無
駄
に
多
く
暗
記
す
る
だ
け
の
こ
と
）
に
な
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。）「
博

く
学
び
、
又
た
能
く
礼
を
守
り
て
規
矩
に
由
れ
ば
、
則
ち
亦
た
以
て
道
に
畔
か
ざ
る
可

し
。」（「
問
、
明
道
言
、
博
学
於
文
、
而
不
約
之
以
礼
、
必
至
於
汗
漫
。
所
謂
約
之
以
礼
者
、

能
守
礼
而
由
於
規
矩
也
、
未
及
知
之
也
。
既
能
守
礼
而
由
規
矩
、
謂
之
未
及
於
知
、
何
也
。

曰
、
某
亦
不
愛
如
此
説
。
程
子
説
博
我
以
文
、
約
我
以
礼
為
已
知
、
不
須
将
知
説
、
亦
可
。

顔
子
亦
只
是
這
箇
博
文
約
礼
。但
此
説
較
粗
、顔
子
所
説
又
向
上
、然
都
従
這
工
夫
做
来
。」

「
或
問
、
博
学
於
文
、
約
之
以
礼
、
亦
可
以
弗
畔
。
曰
、
博
学
是
致
知
、
約
礼
則
非
徒
知

而
已
、
乃
是
践
履
之
実
。
道
謂
此
一
章
與
顔
子
説
博
文
約
礼
処
不
同
、
謂
顔
子
約
礼
是

知
要
、
恐
此
処
偶
見
得
未
是
。
約
礼
蓋
非
但
知
要
而
已
也
。
此
両
処
自
不
必
分
別
」、
つ

ま
り
、「
博
く
学
ぶ
」
は
「
致
知
」（「
博
文
所
以
験
諸
事
」「
格
物
者
、
窮
事
事
物
物
之
理
。

致
知
者
、
知
事
事
物
物
之
理
。」、
つ
ま
り
、
事
々
物
々
の
「
理
」
を
知
り
尽
く
す
）
の

こ
と
で
あ
り
、「
能
く
礼
を
守
り
て
規
矩
に
由
る
」
は
「
践
履
」（「
約
礼
所
以
体
諸
身
」「
規
、

所
以
為
員
之
器
也
。
矩
、
所
以
為
方
之
器
也
。」「
規
矩
尽
所
以
為
方
員
之
理
、
猶
聖
人

尽
所
以
為
人
之
道
。」「
克
己
復
礼
。
所
以
言
礼
者
、謂
有
規
矩
則
防
範
自
厳
、更
不
透
漏
」、

つ
ま
り
、「
理
」
に
基
づ
い
て
の
行
い
を
実
践
す
る
）
の
こ
と
で
あ
る
。「
致
知
」、
ま
た

「
践
履
」
で
あ
れ
ば
、
ま
た
「
道
」（
つ
ま
り
「
理
」）
に
背
か
な
い
で
い
ら
れ
る
、
と
い

う
こ
と
。）」

　

夫
、
音
扶
。
○
約
、
要
也
。
畔
、
背
也
。
君
子
學
欲
其
博
、
故
於
文
無
不
考
。
守
欲

其
要
、
故
其
動
必
以
禮
。
如
此
、
則
可
以
不
背
於
道
矣
。
○
程
子
曰
、
博
學
於
文
而
不

約
之
以
禮
、
必
至
於
汗
漫
。
博
學
矣
、
又
能
守
禮
而
由
於
規
矩
、
則
亦
可
以
不
畔
道
矣
。
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第
二
十
六
章

子
見
南
子
、
子
路
不
說
。
夫
子
矢
之
曰
、
予
所
否
者
、
天
厭
之
、
天
厭
之
。

（「
南
子
」
は
、
衛
国
霊
公
の
夫
人
で
あ
る
が
、
宋
国
の
公
子
朝
宋
と
関
係
を
持
っ

て
い
た
、
と
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
為
、「
淫
乱
の
人
」
と
言

わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
子
、
南
子
を
見
る
」
は
、
古
代
で
は
そ
の
国
に
仕
え

れ
ば
、そ
の
君
主
の
妻
に
面
会
す
る
礼
が
あ
っ
た
。）
孔
子
は
南
子
に
面
会
な
さ
っ

た
か
ら
、
子
路
は
悦
ば
な
か
っ
た
。
孔
子
は
誓
っ
て
言
わ
れ
た
。「
私
に
礼
に
合

わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
天
が
私
を
見
捨
て
る
の
だ
、
天
が
私
を
見
捨
て
る
の

だ
。」

（「
予
が
否
な
る
所
の
者
は
、
天
之
を
厭
た
ん
、
天
之
を
厭
た
ん
」
の
三
句
は
古

代
の
人
々
の
誓
い
の
言
葉
の
よ
う
で
あ
る
。）

集
注
：

　
「
說
」
は
、「
悅
」
と
発
音
す
る
（
つ
ま
り
、「
悦
ぶ
」
の
意
）。「
否
」
は
、「
方
」「
九
」

の
反
。「
南
子
」
は
、
衛
国
霊
公
の
夫
人
で
あ
り
、「
淫
行
有
り
。」（『
春
秋
左
氏
伝
』
定

公
十
四
年
伝
「
衛
侯
為
夫
人
南
子
召
宋
朝
。」
杜
預
注
「
南
子
宋
女
也
。
朝
宋
公
子
旧
通

于
南
子
、
在
宋
呼
之
」、
つ
ま
り
、
宋
国
の
朝
宋
と
関
係
を
持
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
。）

孔
子
が
衛
国
に
着
き
、
南
子
が
面
会
を
求
め
た
か
ら
、
孔
子
は
謝
絶
な
さ
っ
た
が
、（
断

り
切
れ
ず
）
や
む
を
得
ず
南
子
に
面
会
な
さ
っ
た
。
思
う
に
、
古
代
で
は
そ
の
国
に
仕

え
れ
ば
、
そ
の
「
小
君
」（
つ
ま
り
、
君
主
の
妻
）
に
面
会
す
る
礼
が
あ
り
、
し
か
し
、

子
路
は
、
孔
子
が
こ
の
淫
乱
の
人
に
面
会
す
る
こ
と
を
侮
辱
だ
と
思
っ
て
、「
故
に
悦
ば

ず
。」（「
仕
於
其
国
、
有
見
其
小
君
之
礼
。
当
夫
子
時
、
想
是
無
人
行
、
所
以
子
路
疑
之
。

若
有
人
行
時
、
子
路
也
不
疑
了
」、
つ
ま
り
、
そ
こ
で
、
悦
ば
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。

孔
子
の
当
時
で
は
そ
の
礼
を
行
う
人
が
い
な
か
っ
た
為
、
子
路
が
孔
子
の
人
格
を
疑
っ

た
の
で
あ
る
。）「
矢
」
は
、「
誓
ふ
な
り
。」（「
諸
先
生
皆
以
矢
為
陳
、
否
為
否
塞
之
否
、

如
此
亦
有
甚
意
思
。
孔
子
見
南
子
、
且
当
従
古
注
説
、
矢
、
誓
也
。
或
問
、
若
作
誓
説
、

何
師
生
之
間
不
相
信
如
此
。
曰
、
只
為
下
三
句
有
似
古
人
誓
言
、
如
左
氏
言
所
不
與
舅

氏
之
説
、
故
有
誓
之
気
象
」、
つ
ま
り
、
誓
う
こ
と
で
あ
る
。「
予
が
否
な
る
所
の
者
は
、

天
之
を
厭
た
ん
、
天
之
を
厭
た
ん
」
の
三
句
は
古
人
の
誓
い
の
言
葉
の
よ
う
で
あ
る
。）

「
所
」
は
、「
誓
辞
」（
つ
ま
り
誓
い
の
言
葉
の
こ
と
）
で
あ
り
、
例
え
ば
、「
云
く
、
崔

慶
に
與
せ
ざ
る
所
の
者
、
と
。」（『
春
秋
左
氏
伝
集
解
』
襄
公
二
十
五
年
伝
「
丁
丑
、
崔

杼
立
而
相
之
、
慶
封
為
左
相
、
盟
国
人
於
大
宮
、
曰
、
所
不
與
崔
慶
者
。」『
史
記
』
斉

太
公
世
家
「
景
公
立
、
以
崔
杼
為
右
相
、
慶
封
為
左
相
。
二
相
恐
乱
起
、
乃
與
国
人
盟
曰
、

不
與
崔
慶
者
死
」、
つ
ま
り
、「
崔
杼
と
慶
封
に
従
わ
な
い
者
は
」
と
誓
う
、
と
い
う
こ
と
」

の
類
の
も
の
で
あ
る
。「
否
」
は
、「
礼
に
合
は
ず
、
其
の
道
に
由
ら
ざ
る
を
謂
ふ
な
り
。」

（「
問
、
予
所
否
者
、
天
厭
之
。
謂
不
合
於
礼
、
不
由
於
道
、
則
天
実
厭
棄
之
。
曰
、
何

以
謂
不
合
於
礼
、
不
由
於
道
。
曰
、
其
見
悪
人
、
聖
人
固
謂
在
我
者
有
可
見
之
礼
、
而

彼
之
不
善
、
於
我
何
與
焉
。
惟
聖
人
道
大
徳
全
、
方
可
為
此
。
曰
、
今
人
出
去
仕
宦
、

遇
一
悪
人
、
亦
須
下
門
状
見
之
。
它
自
為
悪
、
何
與
我
事
。
此
則
人
皆
能
之
、
何
必
孔
子
」、

つ
ま
り
、
礼
に
合
わ
な
い
こ
と
、
そ
の
「
道
」
に
由
ら
な
い
こ
と
を
言
う
の
だ
、
と
い

う
こ
と
。
現
在
で
は
人
が
出
仕
し
た
場
合
、
一
人
の
悪
人
に
出
会
え
ば
、
そ
れ
も
招
待

状
を
出
し
て
面
会
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
孔
子
だ
け
が
問
題
に
な
る

の
だ
ろ
う
か
。）「
厭
」
は
、「
棄
絶
」（『
孟
子
集
注
』
梁
恵
王
下
「
王
曰
、
棄
之
。」
朱
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子
注
「
棄
、
絶
也
」、
つ
ま
り
、
見
捨
て
る
こ
と
）
で
あ
る
。
聖
人
は
、「
道
大
に
し
て

徳
全
く
、
可
も
不
可
も
無
し
。」（「
問
、
韓
子
称
孔
子
之
道
大
而
能
博
。
大
是
就
渾
淪
、

博
是
就
該
貫
処
否
。
曰
、
韓
子
亦
未
必
有
此
意
。
但
如
此
看
、
亦
自
好
。」「
聖
人
也
只

是
這
一
理
、
学
者
也
只
是
這
一
理
、
不
成
是
有
両
箇
天
理
。
但
聖
人
底
是
箇
渾
淪
底
物
事
、

発
出
来
便
皆
好
。」「
子
善
云
、
此
処
当
看
聖
人
心
。
聖
人
之
見
南
子
、
非
為
利
禄
計
、

特
以
礼
不
可
不
見
。
聖
人
本
無
私
意
。
曰
、
如
此
看
、
也
好
。」『
論
語
集
注
』
微
子
「
我

則
異
於
是
、
無
可
無
不
可
。」
朱
子
注
「
孟
子
曰
、
孔
子
可
以
仕
則
仕
、
可
以
止
則
止
、

可
以
久
則
久
、
可
以
速
則
速
。
所
謂
無
可
無
不
可
也
」、
つ
ま
り
、
言
行
に
現
れ
る
の
が

す
べ
て
「
理
」
で
あ
り
、
私
意
の
存
す
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
南
子
に
面
会
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、「
可
」（
つ
ま
り
面
会
し
て
い
い
）
と
「
不
可
」（
つ
ま
り
面
会
し
て
は
い
け

な
い
）
の
問
題
が
存
在
し
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。）
そ
の
悪
人
に
面
会
す
る
の
は
、

も
と
も
と
「
そ
の
人
に
面
会
す
べ
き
礼
が
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
の
不
善
は
、

自
分
に
ど
う
し
て
関
係
が
あ
ろ
う
か
」
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は

ど
う
し
て
子
路
の
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、（
孔
子
は
、）「
天
之
を
厭

た
ん
、
天
之
を
厭
た
ん
」
と
重
ね
て
言
う
こ
と
で
誓
っ
た
の
で
あ
り
、
子
路
に
と
り
あ

え
ず
こ
れ
を
信
じ
て
深
く
考
え
て
会
得
す
る
こ
と
を
望
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

說
、
音
悅
。
否
、
方
九
反
。
○
南
子
、
衛
靈
公
之
夫
人
、
有
淫
行
。
孔
子
至
衛
、
南

子
請
見
、
孔
子
辭
謝
、
不
得
已
而
見
之
。
蓋
古
者
仕
於
其
國
、
有
見
其
小
君
之
禮
、
而

子
路
以
夫
子
見
此
淫
亂
之
人
為
辱
、
故
不
悅
。
矢
、
誓
也
。
所
、
誓
辭
也
、
如
云
所
不

與
崔
、
慶
者
之
類
。
否
、
謂
不
合
於
禮
、
不
由
其
道
也
。
厭
、
棄
絕
也
。
聖
人
道
大
德
全
、

無
可
不
可
。
其
見
惡
人
、
固
謂
在
我
有
可
見
之
禮
、
則
彼
之
不
善
、
我
何
與
焉
。
然
此

豈
子
路
所
能
測
哉
。
故
重
言
以
誓
之
、
欲
其
姑
信
此
而
深
思
以
得
之
也
。

第
二
十
七
章

子
曰
、
中
庸
之
為
德
也
、
其
至
矣
乎
。
民
鮮
久
矣
。

（「
中
庸
」
は
、「
中
」
と
は
、「
過
不
及
無
し
」（
つ
ま
り
、
行
き
過
ぎ
る
こ
と
も

な
く
及
ば
な
い
こ
と
も
な
い
、と
い
う
こ
と
）
で
あ
る
が
、即
ち
、た
だ
「
理
」（
つ

ま
り
事
物
の
性
質
）
に
丁
度
合
致
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
庸
」
と
は
、「
本
分
に
依

る
」（
つ
ま
り
、万
事
に
お
い
て
す
べ
て
「
理
」
に
従
っ
て
為
す
べ
き
こ
と
を
為
す
、

と
い
う
こ
と
）
で
あ
る
が
、
即
ち
、
永
遠
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
「
理
」
の
こ
と

で
あ
る
。）
孔
子
は
言
わ
れ
た
。「
中
庸
の
徳
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
こ
そ
は
そ
の

上
な
い
最
高
の
徳
だ
ね
。
民
間
で
は
こ
の
徳
を
備
え
て
い
る
人
が
少
な
く
な
っ
て

か
ら
久
し
い
こ
と
だ
。」

集
注
：

　
「
鮮
」
は
、
上
声
（
第
三
声
、
つ
ま
り
「
少
な
い
」
の
意
）
で
あ
る
。「
中
」
と
は
、「
過

無
く
不
及
無
き
の
名
な
り
。」（「
問
、
中
庸
之
為
徳
、
其
至
矣
乎
。
曰
、
中
庸
之
中
、
是

指
那
無
過
不
及
底
説
。
如
中
庸
曰
、
君
子
之
中
庸
也
、
君
子
而
時
中
。
時
中
便
是
那
無

過
不
及
之
中
。
本
章
之
意
是
如
此
。」「
中
者
、
不
偏
不
倚
、
無
過
不
及
之
名
。
庸
、
平

常
也
」、
つ
ま
り
、「
過
不
及
」
の
な
い
、
と
い
う
こ
と
。「
過
不
及
無
し
」（「
聖
人
一
進
之
、

一
退
之
、
所
以
約
之
於
義
理
之
中
、
而
使
之
無
過
不
及
之
患
也
。」「
析
理
則
不
使
有
毫

釐
之
差
、
處
事
則
不
使
有
過
不
及
之
謬
」、
つ
ま
り
、「
行
き
過
ぎ
る
こ
と
も
な
く
及
ば
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な
い
こ
と
も
な
い
」
の
意
で
あ
る
が
、即
ち
、事
に
お
い
て
行
い
が
す
べ
て
「
理
義
」「
理
」

（
つ
ま
り
事
物
の
性
質
）
に
基
づ
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。）「
庸
」
は
、「
平
常
」（「
中

庸
之
為
徳
、
此
処
無
過
不
及
之
意
多
。
庸
是
依
本
分
、
不
為
怪
異
之
事
。
尭
舜
孔
子
只

是
庸
。
夷
齊
所
為
、
都
不
是
庸
了
」、
つ
ま
り
、「
本
分
に
依
る
」（「
学
至
明
哲
、
只
是

依
本
分
行
去
、
無
一
事
不
当
理
、
即
是
保
身
之
道
」、
つ
ま
り
、
万
事
に
お
い
て
す
べ
て

「
理
」
に
従
っ
て
為
す
べ
き
こ
と
を
為
す
、と
い
う
こ
と
）
で
あ
る
。「
至
」
は
、「
極
」（「
至

徳
、
謂
徳
之
至
極
、
無
以
復
加
者
也
」、
つ
ま
り
、「
最
高
、
至
極
」
の
意
）
で
あ
る
。「
鮮
」

は
、
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
民
に
こ
の
徳
が
少
な
く
な
っ
て
、
い
ま
は

既
に
久
し
い
こ
と
だ
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
程
子
が
言
っ
た
。「
偏
ら
な
い
こ
と
を「
中
」

と
言
い
、
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
「
庸
」
と
言
う
。「
中
と
は
天
下
の
正
道
、
庸
と
は
天
下

の
定
理
。」（「
又
問
、
中
者
天
下
之
正
道
、
庸
者
天
下
之
定
理
。
恐
道
是
総
括
之
名
、
理

是
道
裏
面
又
有
許
多
條
目
。
如
天
道
又
有
日
月
星
辰
、
陰
陽
寒
暑
之
條
理
、
人
道
又
有

仁
義
礼
智
、
君
臣
父
子
之
條
理
。
曰
、
這
二
句
緊
要
在
正
字
與
定
字
上
。
蓋
庸
是
箇
常

然
之
理
、
万
古
万
世
不
可
変
易
底
。
中
只
是
箇
恰
好
道
理
。
為
是
不
得
是
、
异
古
今
不

可
変
易
底
、故
更
著
箇
庸
字
」、つ
ま
り
、「
中
」
と
は
た
だ
「
理
」（
つ
ま
り
事
物
の
性
質
）

に
丁
度
合
致
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
庸
」
と
は
永
遠
に
変
化
し
な
い
「
理
」
の
こ
と
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
。）「
世
教
」（『
漢
書
』
敘
伝
上
「
今
吾
子
已
貫
仁
誼
之
羈
絆
、
繫
名
声
之

韁
鎖
、
伏
周
孔
之
軌
躅
、
馳
顏
閔
之
極
摯
、
既
繫
攣
於
世
教
矣
」、
つ
ま
り
、
儒
教
）
が

衰
え
て
か
ら
、
民
間
で
は
盛
ん
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
、
こ
の
徳
を
備
え
て
い
る
人
が

少
な
く
な
っ
て
か
ら
久
し
い
こ
と
だ
。」

　

鮮
、
上
聲
。
○
中
者
、
無
過
無
不
及
之
名
也
。
庸
、
平
常
也
。
至
、
極
也
。
鮮
、
少
也
。

言
民
少
此
德
、
今
已
久
矣
。
○
程
子
曰
、
不
偏
之
謂
中
、
不
易
之
謂
庸
。
中
者
天
下
之

正
道
、
庸
者
天
下
之
定
理
。
自
世
教
衰
、
民
不
興
於
行
、
少
有
此
德
久
矣
。

第
二
十
八
章

子
貢
曰
、
如
有
博
施
於
民
而
能
濟
衆
、
何
如
、
可
謂
仁
乎
。
子
曰
、
何
事
於
仁
。

必
也
聖
乎
、
堯
舜
其
猶
病
諸
。
夫
仁
者
、
己
欲
立
而
立
人
、
己
欲
達
而
達
人
。
能

近
取
譬
、
可
謂
仁
之
方
也
已
。

（「
仁
」
は
「
理
」
だ
か
ら
、
聖
人
に
も
賢
人
に
も
衆
人
に
も
備
わ
っ
て
い
る
も

の
で
、「
私
意
」「
私
欲
」
を
克
服
さ
え
す
れ
ば
、「
理
」（
つ
ま
り
事
物
の
性
質
）

に
基
づ
い
て
の
行
い
が
現
れ
る
の
だ
か
ら
、即
ち
「
仁
」
で
あ
る
。「
聖
」
は
「
事

業
」
だ
か
ら
、
極
致
ま
で
「
仁
」
を
行
う
の
が
「
聖
」
で
あ
る
。「
博
ひ
施
し
て

衆
を
済
ふ
」
は
、
極
致
ま
で
「
仁
」
を
行
う
人
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
で
あ

り
、
尭
や
舜
で
さ
え
も
ま
だ
十
分
に
行
え
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
っ
て
い

た
も
の
で
あ
る
。「
何
ぞ
仁
を
事
と
せ
ん
」
は
「
何
ぞ
仁
に
止
ま
ら
ん
」
の
意
で

あ
る
。「
立
」
と
は
、
事
を
為
す
か
ら
に
は
そ
れ
を
成
立
さ
せ
た
い
と
思
う
こ
と

で
あ
り
、「
達
」
と
は
、
事
を
為
す
か
ら
に
は
そ
の
目
的
を
達
成
し
た
い
と
思
う

こ
と
で
あ
る
。）
子
貢
が
言
っ
た
。「
も
し
広
く
民
衆
に
施
し
て
多
く
の
人
を
救
わ

れ
た
な
ら
ば
、
如
何
で
し
ょ
う
か
、「
仁
」
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。」
孔
子
は
言

わ
れ
た
。「
ど
う
し
て
た
だ
「
仁
」
に
止
ま
ろ
う
か
。
必
ず
や
聖
人
に
し
か
で
き

な
い
こ
と
か
な
あ
、
尭
や
舜
と
い
う
聖
人
で
さ
え
も
、
そ
こ
ま
で
に
は
ま
だ
十
分

に
行
え
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
の
だ
。
そ
も
そ
も
仁
者
は
、
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自
分
が
事
を
成
立
さ
せ
た
い
と
思
え
ば
他
人
の
事
を
成
立
さ
せ
て
や
り
、
自
分
が

目
的
を
達
成
し
た
い
と
思
え
ば
他
人
の
目
的
を
達
成
さ
せ
て
や
る
も
の
だ
。
よ
く

他
人
の
こ
と
で
も
自
身
の
身
近
に
引
き
比
べ
る
こ
と
は
、「
仁
」
の
行
い
方
だ
と

言
え
る
の
だ
。」

集
注
：

　
「
施
」
は
、
去
声
（
第
四
声
、
つ
ま
り
「
施
す
」
の
意
）
で
あ
る
。「
博
」
は
、
広
い

こ
と
で
あ
る
。「
仁
は
理
を
以
て
言
ひ
、
上
下
に
通
ず
。
聖
は
地
を
以
て
言
へ
ば
、
則
ち

其
の
極
に
造
（
い
た
）
る
の
名
な
り
。」（「
衆
朋
友
説
博
施
済
衆
章
。
先
生
曰
、仁
以
理
言
、

是
箇
徹
頭
徹
尾
物
事
、
如
一
元
之
気
。
聖
以
地
言
、
也
不
是
離
了
仁
而
為
聖
、
聖
只
是

行
仁
到
那
極
処
。
仁
便
是
這
理
、
聖
便
是
充
這
理
到
極
処
、
不
是
仁
上
面
更
有
箇
聖
。

而
今
有
三
等
、
有
聖
人
、
有
賢
人
、
有
衆
人
。
仁
是
通
上
下
而
言
、
有
聖
人
之
仁
、
有

賢
人
之
仁
、
有
衆
人
之
仁
、
所
以
言
通
乎
上
下
。
仁
字
直
、
聖
字
橫
。
博
施
済
衆
、
是

做
到
極
処
、
功
用
如
此
。」「
仁
通
上
下
、
但
克
去
己
私
、
復
得
天
理
、
便
是
仁
、
何
必

博
施
而
後
為
仁
。」「
蓋
仁
以
道
理
言
、
聖
以
地
位
言
、
自
是
不
同
。」「
仁
以
理
言
、
聖

以
事
業
言
。
子
貢
所
問
博
施
済
衆
、
必
有
聖
人
之
徳
、
有
天
子
之
位
、
而
後
可
以
当
此
、

尭
舜
恁
地
尚
以
為
病
。
仁
本
切
己
事
、
大
小
都
用
得
。」「
周
兄
問
、
何
事
於
仁
、
必
也

聖
乎
。
曰
、
必
也
聖
乎
是
属
下
文
。
仁
通
乎
上
下
。
聖
是
行
仁
極
致
之
地
。
言
博
施
済

衆
之
事
、
何
止
於
仁
、
必
是
行
仁
極
致
之
人
、
亦
有
不
能
尽
、
如
尭
舜
猶
病
諸
、
是
也
。

必
也
聖
乎
、
蓋
以
起
下
」、
つ
ま
り
、「
仁
」
は
「
理
」（
つ
ま
り
事
物
の
性
質
）
だ
か
ら
、

聖
人
に
も
賢
人
に
も
衆
人
に
も
備
わ
る
も
の
で
、「
己
私
」（
つ
ま
り
「
私
意
」「
私
欲
」）

を
克
服
さ
え
す
れ
ば
、「
理
」
に
基
づ
い
て
の
行
い
が
現
れ
る
か
ら
、即
ち
「
仁
」
で
あ
り
、

「
聖
」
は
「
地
位
」（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
「
事
業
」）
だ
か
ら
、「
極
処
」（
こ
こ
で
は
、

つ
ま
り
極
致
）
ま
で
「
仁
」
を
行
う
の
が
「
聖
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。「
博
く
施
し

て
衆
を
済
ふ
」
は
、
極
致
ま
で
「
仁
」
を
行
う
人
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、

尭
や
舜
で
さ
え
も
ま
だ
「
病
（
な
や
）
む
」（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、
十
分
に
行
え
て
い

な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
っ
て
い
た
）
も
の
で
あ
る
。）「
乎
」
と
は
、「
疑
っ
て
ま
だ
定

ま
ら
な
い
」
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。「
病
」
は
、「
心
足
ら
ざ
る
所
有
る
な
り
。」（「
問
、

必
也
聖
乎
、
尭
舜
其
猶
病
諸
。
曰
、
此
両
句
当
連
看
。
蓋
云
、
便
是
聖
人
、
也
有
做
不

得
処
。
且
如
尭
舜
、
雖
曰
比
屋
可
封
、
然
在
朝
亦
有
四
凶
之
悪
。
又
如
孔
子
設
教
、
従

游
者
甚
衆
、
孔
子
豈
不
欲
人
人
至
於
聖
賢
之
極
。
而
人
人
亦
各
自
皆
有
病
痛
」、
つ
ま
り
、

十
分
に
行
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
心
の
中
で
思
う
、
と
い
う
こ
と
。）
そ
の
意
味
は
こ

う
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
何
ぞ
仁
に
止
ま
ら
ん
」（「
問
、
何
事
於
仁
作
何
止
於
仁
、
是
如
何
。

曰
、
只
得
作
何
止
於
仁
。
今
人
文
字
如
此
使
者
甚
多
。
何
事
、
亦
如
何
為
之
意
。
被
子

貢
説
得
博
施
済
衆
高
似
於
仁
了
、
故
孔
子
言
、
何
為
於
仁
、
必
也
聖
人
乎
、
尭
舜
其
猶

病
諸
。
是
子
貢
問
得
不
親
切
。
若
如
子
貢
之
説
、
則
天
下
之
為
仁
者
少
矣
。
一
介
之
士
、

無
復
有
為
仁
之
理
」、
つ
ま
り
、
ど
う
し
て
た
だ
「
仁
」
に
止
ま
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
。

原
文
の
「
何
ぞ
仁
を
事
と
せ
ん
」
を
「
何
ぞ
仁
に
止
ま
ら
ん
」
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。）

必
ず
や
聖
人
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
か
な
あ
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
尭
や
舜
と
い
う
聖

人
で
さ
え
も
、「
其
の
心
猶
ほ
此
に
足
ら
ざ
る
所
有
る
な
り
。」（「
必
也
聖
乎
、
尭
舜
其

猶
病
諸
。
此
両
句
相
連
読
、
言
雖
聖
人
亦
有
所
不
能
也
。」「
博
施
済
衆
、
這
箇
是
尽
人

之
道
、
極
仁
之
功
、
非
聖
人
不
能
。
然
聖
人
亦
有
所
不
足
在
。
仁
固
能
博
施
済
衆
、
然

必
得
時
得
位
、
方
做
得
這
事
。
然
尭
舜
雖
得
時
得
位
、
亦
有
所
不
足
」、
つ
ま
り
、「
博

く
施
し
て
衆
を
済
ふ
」
ま
で
に
は
十
分
に
行
え
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
っ
て
い
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た
、
と
い
う
こ
と
。）「
博
く
施
し
て
衆
を
済
ふ
」
で
「
仁
」
を
求
め
れ
ば
、
い
よ
い
よ

難
し
く
な
っ
て
い
よ
い
よ
遠
く
な
る
の
だ
。

　
「
夫
」
は
、「
扶
」
と
発
音
す
る
。「
己
を
以
て
人
に
及
ぼ
す
は
、仁
者
の
心
な
り
。」（「
己

欲
立
、
便
立
人
。
己
欲
達
、
便
達
人
、
此
仁
者
之
心
自
然
如
此
不
待
安
排
、
不
待
勉
強
。」

「
問
、
己
欲
立
而
立
人
、
己
欲
達
而
達
人
。
立
、
達
二
字
、
以
事
推
之
如
何
。
曰
、
二
者

皆
兼
内
外
而
言
。
且
如
修
徳
、
欲
徳
有
所
成
立
。
做
一
件
事
、
亦
欲
成
立
。
如
読
書
、

要
理
会
得
透
徹
。
做
事
、亦
要
做
得
行
。
又
曰
、立
是
安
存
底
意
思
、達
是
発
用
底
意
思
。」

「
凡
事
、
不
出
立
與
達
而
已
。
謂
如
在
此
住
得
穏
、
便
是
立
。
如
行
便
要
到
、
便
是
達
。

如
身
要
成
立
、
亦
是
立
。
学
要
通
達
、
亦
是
達
。
事
事
皆
然
」、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、「
己

れ
立
た
ん
と
欲
し
て
人
を
立
て
、己
れ
達
せ
ん
と
欲
し
て
人
を
達
す
」
は
、仁
者
の
心
（
つ

ま
り
、
仁
者
が
意
識
せ
ず
に
自
然
に
行
わ
れ
る
も
の
）
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。「
立
」

と
は
、
事
を
為
す
か
ら
に
は
そ
れ
を
成
立
さ
せ
た
い
こ
と
で
あ
り
、「
達
」
と
は
、
事
を

為
す
か
ら
に
は
そ
の
目
的
を
達
成
し
た
い
こ
と
で
あ
る
。）
こ
れ
に
お
い
て
そ
れ
（
つ
ま

り
仁
者
の
心
）
を
見
れ
ば
、「
天
理
の
周
流
し
て
間
無
き
を
見
る
可
し
。」（「
問
、
天
運

不
息
、
君
子
以
自
強
不
息
。
曰
、
非
是
説
天
運
不
息
、
自
家
去
趕
逐
、
也
要
学
他
如
此

不
息
。
只
是
常
存
得
此
心
、
則
天
理
常
行
、
而
周
流
不
息
矣
。」「
人
心
活
則
周
流
、
無

偏
係
即
活
。
憂
患
楽
好
、
皆
偏
係
也
。
方
謂
、
無
私
意
則
循
天
之
理
、
自
然
周
流
」、
つ

ま
り
、
常
に
心
に
「
私
意
」
が
な
い
状
態
を
保
ち
続
け
て
い
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
、と
い
う
こ
と
。）「
仁
」
の
「
体
」（「
本
体
」、つ
ま
り
「
仁
」
と
い
う
も
の
の
性
質
）

を
形
容
す
る
に
は
、
こ
れ
よ
り
適
切
な
も
の
は
な
い
の
だ
。

　
「
譬
」
は
、喩
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
方
」
は
、「
術
」（
つ
ま
り
行
い
方
）
で
あ
る
。「
近

く
諸
れ
を
身
に
取
り
、
己
れ
の
欲
す
る
所
を
以
て
之
を
他
人
に
譬
へ
、
其
の
欲
す
る
所

も
亦
た
猶
ほ
是
く
の
ご
と
き
を
知
る
な
り
。
然
る
後
に
其
の
欲
す
る
所
を
推
し
て
以
て

人
に
及
べ
ば
、
則
ち
恕
の
事
に
し
て
仁
の
術
な
り
。」（「
能
近
取
譬
、
則
以
己
之
欲
立
、

譬
人
之
欲
立
。
以
己
之
欲
達
、
譬
人
之
欲
達
、
然
後
推
己
所
欲
以
及
於
人
、
使
皆
得
其
立
、

皆
得
其
達
、
這
便
是
為
仁
之
術
。
立
是
立
得
住
、
達
是
行
得
去
。
此
是
三
節
、
須
逐
節

詳
味
、
看
教
分
明
。」「
己
欲
立
而
立
人
、
己
欲
達
而
達
人
、
是
以
己
及
人
、
仁
之
体
也
。

能
近
取
譬
、
是
推
己
及
人
、
仁
之
方
也
。」「
己
欲
立
而
立
人
、
己
欲
達
而
達
人
、
仁
也
。

能
近
取
譬
、
恕
也
。」「
推
己
及
人
為
恕
」、
つ
ま
り
、
他
人
の
こ
と
で
も
自
身
の
身
近
に

引
き
比
べ
て
、
自
分
の
望
ん
で
い
る
こ
と
は
他
人
も
同
じ
く
望
ん
で
い
る
、
こ
の
こ
と

を
知
り
、
そ
れ
か
ら
自
分
の
望
み
を
叶
え
た
い
と
思
え
ば
他
人
の
望
み
を
叶
え
て
や
る
、

こ
れ
は
、「
恕
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
「
仁
」
の
行
い
方
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。）
こ
こ

に
お
い
て
努
力
す
れ
ば
、「
則
ち
以
て
其
の
人
欲
の
私
に
勝
ち
て
、
其
の
天
理
の
公
を
全

ふ
す
る
こ
と
有
り
。」（「
夫
仁
者
、
己
欲
立
而
立
人
、
己
欲
達
而
達
人
。
己
才
欲
立
、
便

也
立
人
。
己
才
欲
達
、
便
也
達
人
。
立
是
存
立
処
、
達
則
発
用
処
。
於
此
純
是
天
理
、

更
無
些
子
私
意
、
便
是
仁
之
体
。
若
能
近
取
譬
、
則
私
欲
日
消
、
天
理
日
見
、
此
為
仁

之
方
也
」、
つ
ま
り
、
心
に
ほ
ん
の
少
し
の
「
私
意
」
が
な
く
て
、
事
を
為
す
の
が
す
べ

て
「
理
」
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
、と
い
う
こ
と
。）
程
子
（
前
出
）
が
言
っ
た
。

「
医
学
書
で
は
手
足
が
麻
痺
す
る
こ
と
を
「
不
仁
」
と
す
る
。
こ
の
語
は
最
も
よ
く
形
容

し
て
い
る
の
だ
。
仁
者
は
、
天
地
万
物
を
一
体
の
も
の
と
し
、
自
分
自
身
で
な
い
も
の

は
な
い
の
だ
。
自
分
自
身
が
ど
こ
ま
で
も
至
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
も
し

自
分
自
身
に
属
し
な
け
れ
ば
、
当
然
自
分
自
身
に
は
関
係
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
手
足

が
麻
痺
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
、「
気
已
に
貫
か
ざ
れ
ば
、
皆
な
己
に
屬
さ
ず
」（「
曰
、

精
気
周
流
、
充
満
於
一
身
之
中
、
噓
吸
聡
明
、
乃
其
発
而
易
見
者
耳
。
然
既
周
流
充
満
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篇
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於
一
身
之
中
、
則
鼻
之
知
臭
、
口
之
知
味
、
非
魄
乎
。
耳
目
之
中
皆
有
暖
気
、
非
魂
乎
。

推
之
遍
体
、
莫
不
皆
然
」、
つ
ま
り
、
そ
の
本
来
身
体
に
遍
く
流
れ
て
い
る
気
の
そ
の
流

れ
が
既
に
滞
っ
て
い
て
、
手
足
は
既
に
自
身
に
属
し
て
い
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
。）
だ
か
ら
「
博
く
施
し
て
衆
を
済
ふ
」
は
、す
な
わ
ち
聖
人
の
「
功
用
」（
こ

こ
で
は
、
つ
ま
り
事
業
）
で
あ
る
。「
仁
」
は
極
め
て
説
明
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
故
に
た
だ
「
己
れ
立
た
ん
と
欲
し
て
人
を
立
て
、
己
れ
達
せ
ん
と
欲
し
て
人
を
達
す
、

能
く
近
く
取
り
て
譬
ふ
、
仁
の
方
と
謂
ふ
可
き
の
み
。」
と
言
う
の
で
あ
る
。「
仁
」
に

つ
い
て
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
せ
て
、「
仁
」
の
「
体
」（「
本
体
」、
つ
ま
り
性
質
）
を
知

る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。」
ま
た
言
っ
た
。「『
論
語
』
に
い
う
「
堯
舜
も
其
れ

猶
ほ
諸
れ
を
病
め
り
」
の
も
の
は
二
つ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、「
博
く
施
す
」
は
、
ど
う

し
て
聖
人
の
行
い
た
い
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、「
必
ず
五
十
は
乃
ち
帛
を

衣
、
七
十
は
乃
ち
肉
を
食
ふ
」（『
孟
子
集
注
』
梁
恵
王
章
句
上
「
五
畝
之
宅
、
樹
之
以
桑
、

五
十
者
可
以
衣
帛
矣
。
雞
豚
狗
彘
之
畜
、
無
失
其
時
、
七
十
者
可
以
食
肉
矣
。」
朱
子
注

「
五
十
始
衰
、
非
帛
不
煖
、
未
五
十
者
不
得
衣
也
。
…
。
七
十
非
肉
不
飽
、
未
七
十
者
不

得
食
也
」、
つ
ま
り
、
五
十
歳
に
な
る
と
体
が
衰
え
始
め
る
か
ら
、
絹
の
服
を
着
る
必
要

が
あ
る
が
、
五
十
歳
以
下
の
人
は
絹
の
服
を
着
て
は
い
け
な
い
の
だ
。
七
十
歳
以
上
の

人
は
肉
で
な
け
れ
ば
満
腹
に
な
ら
な
い
か
ら
、
肉
を
食
べ
る
必
要
が
あ
る
が
、
七
十
歳

以
下
の
人
は
肉
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
の
だ
。
と
い
う
こ
と
）
で
あ
る
。
聖
人
の
気
持

ち
は
、年
少
者
も
絹
を
着
ら
れ
る
こ
と
ま
た
肉
を
食
べ
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
民
衆
の
生
活
を
面
倒
見
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
け
で

あ
り
、
こ
れ
が
そ
の
施
し
が
広
く
な
い
こ
と
を
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。「
衆
を
済

ふ
」
は
、
ど
う
し
て
聖
人
の
行
い
た
い
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
治
政
の

及
ぶ
地
域
は
「
九
州
」（
つ
ま
り
、
当
時
尭
舜
の
統
治
が
及
ん
で
い
た
九
つ
の
地
域
の
こ

と
）
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
聖
人
は
自
分
の
統
治
地
域
以
外
の
人
々
も
兼
ね
て
救
う
こ
と

を
望
ん
で
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
治
政
の
及
ん
で
い
な
い
地
域
の
面
倒

を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
が
そ
の
救
わ
れ
る
人
が
多
く
な
い
こ
と

を
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
考
え
れ
ば
、（
尭
や
舜
が
）
自
身
を
修

め
て
も
っ
て
民
衆
を
安
定
さ
せ
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
施
し
が
広
く
な
い
こ
と
、
ま
た
そ

の
救
わ
れ
る
人
が
多
く
な
い
こ
と
を
思
わ
れ
て
い
た
、
こ
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
も
し
も
自
分
の
治
政
が
既
に
十
分
だ
と
満
足
し
て
い
た
の
な
ら
ば
、
聖
人
で
は
な

い
の
だ
。」
呂
氏
（
前
出
）
が
言
っ
た
。「
子
貢
は
「
仁
」
を
行
う
こ
と
に
志
し
た
の
だ
が
、

専
ら
高
遠
な
こ
と
を
目
指
し
て
い
て
、「
仁
」
の
行
い
方
を
知
ら
な
か
っ
た
。
孔
子
は
、

他
人
の
こ
と
で
も
自
身
の
身
近
に
引
き
比
べ
る
こ
と
を
教
え
て
、
自
身
の
身
近
な
と
こ

ろ
か
ら
始
め
る
も
の
だ
か
ら
行
い
や
す
い
こ
と
を
願
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
つ
ま

り
「
仁
」
の
行
い
方
で
あ
り
、「
博
く
施
し
て
衆
を
済
ふ
」
も
、
こ
こ
よ
り
始
ま
る
も
の

で
あ
る
。」

　

施
、
去
聲
。
○
博
、
廣
也
。
仁
以
理
言
、
通
乎
上
下
。
聖
以
地
言
、
則
造
其
極
之
名
也
。

乎
者
、
疑
而
未
定
之
辭
。
病
、
心
有
所
不
足
也
。
言
此
何
止
於
仁
、
必
也
聖
人
能
之
乎
。

則
雖
堯
舜
之
聖
、
其
心
猶
有
所
不
足
於
此
也
。
以
是
求
仁
、
愈
難
而
愈
遠
矣
。

　

夫
、
音
扶
。
○
以
己
及
人
、
仁
者
之
心
也
。
於
此
觀
之
、
可
以
見
天
理
之
周
流
而
無

閒
矣
。
狀
仁
之
體
、
莫
切
於
此
。

　

譬
、

也
。
方
、
術
也
。
近
取
諸
身
、
以
己
所
欲
譬
之
他
人
、
知
其
所
欲
亦
猶
是
也
。

然
後
推
其
所
欲
以
及
於
人
、
則
恕
之
事
而
仁
之
術
也
。
於
此
勉
焉
、
則
有
以
勝
其
人
欲
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之
私
、
而
全
其
天
理
之
公
矣
。
○
程
子
曰
、
醫
書
以
手
足
痿
痹
為
不
仁
、
此
言
最
善
名
狀
。

仁
者
以
天
地
萬
物
為
一
體
、
莫
非
己
也
。
認
得
為
己
、
何
所
不
至
。
若
不
屬
己
、
自
與

己
不
相
干
。
如
手
足
之
不
仁
、
氣
已
不
貫
、
皆
不
屬
己
。
故
博
施
濟
衆
、
乃
聖
人
之
功
用
。

仁
至
難
言
、
故
止
曰
、
己
欲
立
而
立
人
、
己
欲
達
而
達
人
、
能
近
取
譬
、
可
謂
仁
之
方

也
已
。
欲
令
如
是
觀
仁
、
可
以
得
仁
之
體
。
又
曰
、
論
語
言
堯
舜
其
猶
病
諸
者
二
。
夫

博
施
者
、
豈
非
聖
人
之
所
欲
、
然
必
五
十
乃
衣
帛
、
七
十
乃
食
肉
。
聖
人
之
心
、
非
不

欲
少
者
亦
衣
帛
食
肉
也
、
顧
其
養
有
所
不
贍
爾
、
此
病
其
施
之
不
博
也
。
濟
衆
者
、
豈

非
聖
人
之
所
欲
、
然
治
不
過
九
州
。
聖
人
非
不
欲
四
海
之
外
亦
兼
濟
也
、
顧
其
治
有
所

不
及
爾
、
此
病
其
濟
之
不
衆
也
。
推
此
以
求
、
脩
己
以
安
百
姓
、
則
為
病
可
知
。
苟
以

吾
治
已
足
、
則
便
不
是
聖
人
。
呂
氏
曰
、
子
貢
有
志
於
仁
、
徒
事
高
遠
、
未
知
其
方
。

孔
子
教
以
於
己
取
之
、
庶
近
而
可
入
。
是
乃
為
仁
之
方
、
雖
博
施
濟
衆
、
亦
由
此
進
。


